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開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

四
四

（
九
九
六
）

開
か
れ
九
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ

ル
ク
マ
ー
ル
　
（
二
）

宮

澤

浩

一

　
序
　
読

一
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

　
に
關
す
る
理
論
の
概
要
と
そ
の
批
剣
の
概
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
以
上
本
誌
三
三
春
一
哺
號

ニ
　
ゥ
ェ
ル
ッ
ェ
ル
に
お
け
る
構
成
要
件
概
念
の
憂
遷

　
1
　
総
説

　
2
初
期
の
構
成
要
件
概
念

　
3
　
最
近
の
構
成
要
件
概
念

　
4
　
構
成
要
件
論
の
展
開
に
お
け
る
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の

　
　
占
め
る
地
位

　
　
　
ニ
　
ゥ
ヱ
ル
ッ
ェ

説

　
5
評
債
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
・
…
…
以
上
本
號

三
　
構
成
要
件
の
諸
機
能
と
開
か
れ
た
構
成
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
以
下
亥
號

四
　
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
問
題
黙

五
　
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
構
成
要
件
の
諸
メ
ル

　
ク
マ
：
ル
と
の
匹
別

六
　
立
法
の
問
題
と
し
て
の
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

七
　
日
本
法
に
お
け
る
適
用

　
む
す
び

ル
に
お
け
る
構
成
要
件
概
念
の
縫
遷

1
　
纏

刑
法
髄
系
に
大
き
な
波
紋
を
投
じ
た
H
・
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
學
読
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
の
後
多
く
の
有
力
な
批
劃
に
遭
い
、

叉
み
ず
か
ら
も
吟
味
を
重
ね
る



こ
と
に
よ
り
、
次
第
に
攣
容
し
、
整
備
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と
は
、
甚
だ
し
く
顯
著
で
あ
る
。
特
に
一
九
六
〇
年
秋
に
公
に
さ
れ
た
そ
の
刑
法
髄
系
第

（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

七
版
、
一
九
六
一
年
に
現
わ
れ
た
刑
法
艦
系
の
新
形
相
第
四
版
に
は
、
彼
の
年
來
の
主
張
が
甚
だ
整
理
さ
れ
た
形
で
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
我
々
の
「
開
か
れ
た
構
成
要
件
」
に
關
す
る
研
究
も
、
そ
れ
が
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
學
読
の
批
剣
か
ら
出
穫
す
る
こ
と
を
心
掛
け
る
限
り
、
右
の

新
た
な
改
読
に
よ
つ
て
、
い
さ
さ
か
の
修
正
を
蝕
儀
な
く
さ
れ
た
黙
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ロ

　
特
に
、
從
來
の
主
張
に
一
暦
の
整
理
が
み
ら
れ
る
の
は
、
構
成
要
件
化
の
比
較
的
稀
薄
な
「
過
失
犯
」
「
不
眞
正
不
作
爲
犯
」
に
お
い
て
著
し

い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
爾
者
に
お
い
て
、
「
開
か
れ
た
構
成
要
件
」
の
主
張
が
、
大
幅
か
つ
明
確
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
後
者
に
そ
の
改
読
著
し
い

も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
版
に
先
立
ち
、
一
九
五
九
年
に
稜
表
さ
れ
た
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
忠
實
な
弟
子
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
以
上
の
フ
ィ
ナ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ト
と
評
せ
ら
れ
る
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
研
究
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
構
成
要
件
の
問
題
に
つ
き
、
特
に
職
後
、
罪
刑
法
定
主
義
と
の
關
係
に
つ
き
考
慮
を
重
ね
て
き
た
こ
と
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

H
・
マ
イ
ヤ
ー
の
批
到
に
封
し
、
相
當
は
げ
し
い
鷹
酬
が
あ
つ
た
こ
と
に
つ
ぎ
、
す
で
に
別
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
第
七
版
で
は
こ
の
「
可
罰
性
の
實
定
法
上
の
規
定
性
（
＆
①
鴨
の
9
昌
昌
。
蓉
警
目
簿
普
①
客
画
霞
望
β
ま
霞
冨
壁
」
と
い
う
原
則
に
特
に
愼
重

な
考
慮
が
沸
わ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
原
則
を
強
調
す
る
態
度
は
六
版
ま
で
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
新
版
で
は
こ
の
論
明
に
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
開
か
れ
た
」
構
成
要
件
の
概
念
を
用
い
て
論
陣
を
張
つ
て
い
る
黙
が
注
目
を
ひ
く
の
で
あ
る
。

　
開
か
れ
た
構
成
要
件
が
特
に
罪
刑
法
定
主
義
と
の
關
聯
黙
を
中
心
に
し
て
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
當
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
問
題
の
力
勲
を
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
移
し
て
、
本
來
の
出
嚢
黙
が
意
圖
的
に
不
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
を
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論
及
し
た
い
。

　
新
著
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
と
い
え
ば
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
年
來
の
主
張
が
、
よ
う
や
く
整
然
と
し
た
形
で
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
じ

法
鰹
系
の
構
造
に
つ
き
、
刑
法
総
論
の
封
象
が
人
間
の
態
度
で
あ
り
、
こ
れ
は
行
爲
と
不
行
爲
（
不
作
爲
）
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
グ
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
九
九
七
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
：
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
九
九
八
）

違
法
論
、
責
任
論
に
分
れ
、
違
法
論
は
更
に
故
意
行
爲
の
不
法
と
過
失
行
爲
の
不
法
に
分
読
さ
れ
る
。
通
読
で
は
こ
れ
に
態
檬
論
（
未
途
論
、
共

犯
論
）
が
績
く
わ
け
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
髄
系
で
は
共
犯
論
は
故
意
行
爲
の
不
法
の
中
で
、
正
當
化
事
由
に
ひ
き
つ
づ
い
て
論
じ
ら
れ
、

ひ
と
り
未
途
論
の
み
が
第
二
部
と
し
て
獅
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
六
版
ま
で
の
髄
系
は
、
第
三
部
に
不
作
爲
論
が
あ
つ
て
、
眞

正
不
作
爲
犯
、
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
構
成
要
件
論
、
違
法
論
、
責
任
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、

「
共
犯
や
未
途
は
菅
に
作
爲
犯
に
の
み
固
有
の
現
象
で
は
な
く
、
不
作
爲
犯
に
も
齊
し
く
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
且
つ
現
行
法
が
こ
れ
を
罰
す

べ
き
だ
と
す
る
場
合
に
つ
き
差
別
を
設
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
共
犯
論
の
地
位
、
特
に
未
途
論
を
第
二
部
と
し
て
濁
立
せ
し
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
こ
と
に
つ
い
て
は
遽
に
賛
成
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
の
批
鋼
は
冤
れ
難
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
黙
に
つ
き
、
先
に
あ
げ
た
カ
ウ

フ
マ
ン
の
不
作
爲
犯
の
研
究
は
非
常
に
詳
細
な
分
析
を
加
え
、
そ
れ
の
成
果
が
、
そ
の
師
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
新
版
に
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
不
作
爲
犯
は
そ
の
総
読
に
つ
づ
い
て
眞
正
不
作
爲
犯
、
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
分
れ
、
そ
れ
が
い
ず
れ
も
故
意
の
眞
正
不
作
爲

犯
、
過
失
の
眞
正
不
作
爲
犯
、
故
意
の
不
眞
正
不
作
爲
犯
、
過
失
の
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
分
か
れ
て
論
じ
ら
れ
、
故
意
犯
に
つ
い
て
は
更
に
、
構

成
要
件
、
違
法
性
、
責
任
、
不
作
爲
の
未
途
、
共
犯
形
式
等
が
分
読
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
限
り
で
は
、
艦
系
の
繁
雑
化
と
い
う
批
到
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、
右
の
中
批
到
は
克
服
さ
れ
た
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
下
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
論
を
究
明
す
る
に
當
つ
て
、
そ
の
現
在
の
立
場
を
第
七
版
に
求
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
て
、
さ

き
に
襲
表
し
た
本
論
文
の
（
一
）
（
本
誌
第
三
三
巻
一
一
號
四
七
頁
以
下
）
の
中
で
論
じ
た
と
こ
ろ
を
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
お
い
て
そ
の
後
改
読
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

部
分
に
つ
い
て
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
修
正
、
明
示
し
て
議
論
を
進
め
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
周
知
の
よ
う
に
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
刑
法
髄
系
の
中
心
は
行
爲
論
で
あ
り
、
構
成
要
件
論
は
彼
に
あ
つ
て
は
二
次
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

當
初
は
、
刑
法
饅
系
に
お
け
る
構
成
要
件
の
地
位
に
つ
い
て
、
彼
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
關
心
を
示
し
て
は
い
な
か
つ
た
。

　
こ
の
こ
と
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
足
を
ふ
み
込
ん
だ
頃
の
ド
イ
ッ
刑
法
學
界
は
、
悪
評
高
き
新
刑
法
第
二
條
の
「
健
全
な
る
國
民
感
情
」
と
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麓
）

う
文
言
に
よ
つ
て
、
罪
刑
法
定
主
義
の
大
原
則
が
も
ろ
く
も
崩
壌
し
て
い
た
時
で
あ
つ
た
事
情
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
行
爲
論
を
中
核
と
す
る
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
、
そ
の
基
本
的
態
度
と
し
て
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
そ
の
思
想

　
　
　
　
（
1
5
）

的
恩
恵
を
受
け
、
そ
れ
を
思
想
的
支
柱
と
な
し
経
験
主
義
的
、
自
然
科
學
的
な
背
景
を
も
つ
、
當
時
の
行
爲
論
を
“
自
然
主
義
的
行
爲
論
”
と
し

て
こ
れ
を
退
け
、
ま
た
、
西
南
ド
イ
ッ
學
派
の
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
た
當
時
の
「
構
成
要
件
論
」
を
、
そ
の
慣
値
哲
學
の
本
來
の
姿
と
矛
盾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

す
る
も
の
と
し
て
拒
ん
で
い
た
。
そ
の
批
到
は
前
掲
の
“
刑
法
に
お
け
る
自
然
主
義
と
慣
値
哲
學
”
に
あ
る
が
要
約
す
れ
ぱ
、
西
南
ド
イ
ッ
學
派

の
債
値
哲
學
は
、
憤
値
の
王
國
を
湊
償
値
的
な
存
在
の
王
國
か
ら
離
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
法
學
の
分
野
で
主
張
し
た
人
達
が
、
構
成
要
件
の

中
で
、
存
在
の
要
素
と
慣
値
の
要
素
と
の
か
ら
み
合
い
を
み
と
め
る
と
い
う
の
は
、
彼
等
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
生
活
事
實
な
る
形
な
き
存
在
が
構

成
要
件
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
に
際
し
て
、
償
値
志
向
的
な
法
的
概
念
に
よ
る
範
疇
的
攣
形
（
9
器
冨
富
磐
匡
包
①
d
目
ま
u
旨
冒
㎎
含
同
魯
譲
①
昌
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

鴨
誉
騨
9
①
3
魯
島
。
冨
園
。
鱈
籠
o
）
を
経
験
す
る
と
い
う
黙
に
あ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
犯
罪
概
念
を
形
成
す
る
た
め
の
原
理
は
、
こ
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
自
髄
渡
債
値
的
な
生
活
事
實
が
關
係
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
慣
値
に
充
ち
た
犯
罪
構
成
事
實
に
攣
形
さ
れ
る
”
慣
値
”
の
中
に
こ
そ

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
、
ッ
償
値
”
は
抽
象
的
概
念
で
あ
り
、
個
々
の
孤
立
し
て
考
え
ら
れ
た
法
盆
ま
た
は
當
該
犯
罪
構
成

要
件
の
保
護
客
髄
な
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
右
の
考
え
方
の
基
礎
に
は
、
経
験
的
現
實
、
す
な
わ
ち
、
本
來
の
”
存
在
”
、
”
現
實
”
は
”
物
理
的
・
心
理
學
的
経
験
界
”
、
”
自
然
的
因
果
性

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
お
け
る
自
然
的
存
在
”
を
意
味
す
る
と
い
う
考
え
方
が
横
た
わ
つ
て
い
る
。
構
成
要
件
に
關
し
て
は
、
そ
の
中
に
記
述
さ
れ
た
、
渡
慣
値
的
自

然
科
學
的
所
與
の
み
が
、
“
本
來
の
も
の
”
で
あ
る
と
さ
れ
、
構
成
要
件
の
憤
値
要
素
は
”
現
實
的
4
で
は
な
く
、
立
法
者
、
裁
到
官
、
研
究
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
頭
の
中
に
存
在
し
、
彼
ら
に
よ
つ
て
存
在
へ
と
持
ち
來
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
こ
そ
が
自
然
主
義
的
實
謹
主
義
の
影
響
で
あ
る
と

ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
法
的
概
念
は
無
定
形
の
素
材
を
方
法
論
的
に
攣
形
す
る
こ
と
」
で
は
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

し
て
な
く
、
「
形
成
せ
ら
れ
た
存
在
的
存
在
の
記
述
（
U
①
の
胃
甘
註
臼
①
置
雷
四
8
匿
一
酔
9
曾
8
房
9
曾
ω
9
塁
）
な
の
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
實
定

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
九
九
九
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
（
一
〇
〇
〇
）

法
、
裁
剣
官
お
よ
び
學
者
の
概
念
形
成
は
、
形
成
せ
ら
れ
、
意
味
に
充
ち
た
現
實
の
世
界
を
す
で
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は

彼
の
構
成
要
件
論
で
く
り
返
え
し
主
張
さ
れ
て
い
る
。
「
行
爲
事
情
は
決
し
て
蔑
意
味
的
な
自
然
科
學
的
現
實
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
肚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

會
生
活
の
意
味
を
も
つ
た
世
界
の
断
片
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
行
爲
事
情
は
、
肚
會
生
活
の
意
味
を
も
つ
た
部
分
と
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
」
。

更
に
「
法
の
基
礎
に
あ
る
現
實
性
（
事
實
性
）
は
實
践
的
行
爲
の
中
に
存
在
す
る
杜
會
生
活
の
現
實
で
あ
り
、
こ
の
現
實
は
量
的
に
の
み
規
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

た
自
然
科
學
的
世
界
に
は
全
然
入
り
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
し
か
も
、
こ
の
量
的
な
關
係
と
同
じ
程
度
に
現
實
的
な
構
造
を
示
す
」
と

明
言
し
て
い
る
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
論
は
そ
の
基
礎
を
新
カ
ン
ト
哲
學
的
な
概
念
形
相
に
求
め
た
も
の
で
は
な
く
て
、
ス
コ
ラ
的
な
禁
止
と
禁
止
の
素

材
の
關
係
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
は
禁
止
自
艦
で
は
な
く
て
禁
止
の
素
材
で
あ
り
、
例
外
的
事
例
に
よ
り
こ
の
禁
止
の
素
材
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

制
限
さ
れ
た
り
、
排
除
さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
て
、
素
材
の
禁
止
性
（
＜
Φ
暑
o
言
房
Φ
官
侮
霞
痔
富
鼠
曾
）
が
止
揚
さ
れ
る
と
彼
は
読
く
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、
後
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
論
述
か
ら
し
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
や
は
り
濁
自
の
構
成
要
件
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
構
成

要
件
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
本
質
上
、
混
沌
と
し
た
多
様
な
現
實
か
ら
立
法
者
が
そ
の
債
値
観
に
從
つ
て
取
捨
選
揮
し
、
當
該
杜
會
生
活
秩
序
を

維
持
し
、
震
展
せ
し
め
る
た
め
に
定
立
し
、
歴
史
的
な
攣
遷
に
つ
れ
て
こ
れ
を
修
正
し
、
展
開
し
き
た
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
當
該
冠
會
の
肚
會

倫
理
的
憤
値
秩
序
の
具
艦
的
顯
現
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
肚
會
の
債
値
の
置
き
ど
こ
ろ
を
抽
象
化
し
た
概
念
的
形
相
で
あ
つ
て
、
そ
の
限
り
で

は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
、
立
法
者
と
い
え
ど
も
無
覗
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
眞
理
、
「
實
饅
論
理
的
存
在
論
的
な
根
本
構
造
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
24
）

が
あ
り
、
立
法
者
は
そ
れ
を
創
造
す
る
の
で
は
な
く
、
獲
見
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
は
か
く
し
て
、
そ
の
髄
系
中
に
お
い
て
は
副
次
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
に

つ
い
て
の
研
究
の
憂
容
、
襲
展
は
こ
れ
を
無
覗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
は
自
分
の
構
成
要
件
論
を
攣
え
た
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
論
ず
る
と
こ
ろ
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
こ
れ

を
知
る
。

　
彼
の
構
成
要
件
論
は
一
九
四
九
年
の
刑
法
髄
系
第
二
版
と
一
九
五
四
年
の
第
三
版
で
は
相
當
の
攣
化
を
み
た
。
こ
の
間
、
】
九
五
二
年
に
襲
表

さ
れ
た
一
蓮
の
論
文
が
、
こ
の
間
の
思
索
の
攣
化
を
物
語
る
。

　
そ
こ
で
我
々
は
ま
ず
、
彼
の
初
期
の
構
成
要
件
概
念
を
見
、
つ
い
で
、
錯
誤
、
特
に
構
成
要
件
の
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
の
匿
別
を
老
え
併
せ
て

改
読
さ
れ
た
後
期
の
構
成
要
件
論
に
つ
き
考
察
す
る
。

　
2
　
初
期
の
構
成
要
件
概
念

　
故
意
、
過
失
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
“
責
任
形
式
4
が
構
成
要
件
に
属
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
刑
法
髄
系
を
め
ぐ
る
璽
い
の
一
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
中
心
的
課
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
最
初
に
手
を
つ
け
た
者
は
、
H
・
v
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
規
範
的
責
任
論
に
立
脚

し
つ
つ
、
故
意
お
よ
び
過
失
の
客
観
的
要
素
は
違
法
性
（
構
成
要
件
）
に
属
す
る
の
で
あ
つ
て
、
責
任
に
属
す
る
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
彼

こ
そ
は
、
そ
の
犯
罪
鰹
系
の
中
で
、
不
法
に
關
す
る
故
意
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
最
初
の
人
で
あ
る
。
後
に
も
ふ
れ
る
が
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
）

は
、
更
に
H
・
マ
イ
ヤ
ー
の
刑
法
総
論
か
ら
も
多
大
の
指
唆
を
受
け
た
こ
と
は
、
刑
法
艦
系
研
究
の
中
に
は
つ
き
り
出
て
い
る
。

　
こ
の
v
・
ウ
ェ
ー
パ
ー
に
よ
つ
て
新
た
に
志
向
さ
れ
た
構
成
要
件
論
の
襲
展
に
決
定
的
な
寄
與
を
し
た
の
が
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
的
行
爲
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

で
あ
つ
た
。
そ
の
思
索
の
端
緒
は
「
因
果
性
と
行
爲
」
な
る
論
文
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
「
行
爲
は
意
昧
定
立
性
に
よ
つ
て
、
他
の
因
果
的
出
來

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

事
か
ら
明
ら
か
に
匿
別
さ
れ
る
」
と
。
こ
の
目
的
的
行
爲
論
は
「
刑
法
に
お
け
る
自
然
主
義
と
慣
値
哲
學
」
（
一
九
三
五
年
）
「
刑
法
髄
系
研
究
」

（
一
九
三
九
年
）
を
経
て
、
「
刑
法
総
論
」
（
一
九
四
〇
年
）
の
中
で
｝
鷹
の
艦
系
化
を
見
た
。

　
目
的
的
行
爲
論
の
本
質
的
な
襲
言
を
要
約
す
れ
ば
「
人
間
行
爲
は
そ
の
存
在
法
則
的
構
造
上
、
目
的
活
動
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
行
爲
は
目
的

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
（
一
〇
〇
一
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
（
一
〇
〇
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

的
行
爲
で
あ
つ
て
、
決
し
て
軍
な
る
因
果
的
行
爲
で
は
な
い
。
刑
法
に
と
つ
て
は
、
特
に
、
故
意
は
行
爲
に
属
す
る
」
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、

目
的
的
行
爲
論
は
、
故
意
犯
に
關
す
る
限
り
、
首
尾
｝
貫
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
行
爲
者
の
心
情
的
な
面
を
張
調
す
る
態
度
は
、
當

時
の
ナ
チ
ス
刑
法
學
の
傾
向
と
一
致
し
た
。
特
に
行
爲
反
債
値
の
強
調
は
、
刑
法
の
倫
理
化
を
読
く
キ
ー
ル
學
派
の
主
張
と
一
脈
相
通
じ
る
も
の

を
も
つ
て
い
る
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
目
的
（
行
爲
論
）
的
構
成
要
件
を
主
張
し
た
そ
の
萌
芽
は
「
刑
法
に
お
け
る
自
然
主
義
と
慣
値
哲
學
」
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る

が
、
し
か
し
主
と
し
て
、
「
刑
法
饅
系
研
究
」
の
中
に
そ
の
初
期
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
v
・
ウ
ェ
ー
バ
i
、
E
・
マ
イ
ヤ
ー
の

影
響
の
下
で
、
純
粋
な
結
果
實
髄
關
係
は
不
法
を
完
全
に
形
成
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
法
は
あ
ら
ゆ
る
法
盆
の
侵
害
を
禁
じ
て
い
る
の
で
も
な

く
て
、
一
定
の
性
質
を
も
つ
た
優
害
に
封
し
て
の
み
保
護
を
な
し
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
共
同
生
活
が
生
き
生
き
と
し
た
活
動
的
機
能
で
實
現
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

る
に
必
要
な
程
度
を
超
え
た
も
の
に
封
し
防
衛
を
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
が
肚
會
相
當
性
の
理
論
の
そ
も
そ
も
の
姿
で
あ
つ
た
。

　
違
法
性
と
い
う
概
念
は
、
共
同
肚
會
秩
序
の
中
で
の
行
爲
の
客
観
的
反
慣
値
で
あ
つ
て
、
そ
れ
故
に
行
爲
は
違
法
と
し
て
禁
じ
ら
れ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

る
。
行
爲
を
違
法
と
す
る
評
債
は
、
共
同
肚
會
秩
序
と
い
う
立
脚
黙
か
ら
、
し
た
が
つ
て
客
観
的
普
遍
的
基
準
か
ら
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
犯
罪
は
す
べ
て
個
別
的
・
時
間
的
出
來
事
で
あ
り
、
法
定
の
構
成
要
件
は
等
し
い
性
質
を
も
つ
す
べ
て
の
個
別
的
犯
罪
を
包
括
す

る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
構
成
要
件
は
そ
の
性
質
上
、
現
實
の
犯
罪
の
純
粋
に
個
別
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
概
念
的
に
捨
象
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

の
で
あ
り
、
抽
象
的
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
法
律
的
構
成
要
件
は
、
起
り
う
る
個
別
的
出
來
事
の
『
般
化
で
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
個
別
化
と
一
般
化
に
つ
い
て
は
刑
法
規
定
に
は
特
別
な
性
質
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
法
上
の
構
成
要
件
は
、
一
般
化
が
あ
ま

り
廣
く
行
わ
れ
て
、
そ
の
規
定
が
漢
然
と
な
り
す
ぎ
る
と
刑
法
規
範
の
受
規
者
に
封
し
、
豫
測
可
能
性
を
奪
う
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
刑
法
規
範
に
は
、
保
障
機
能
が
一
方
で
は
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
刑
法
に
お
け
る
『
般
化
は
比
較
的
狭
い
程
度
で
滞
足
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
基
準
と
な
る
行
爲
の
不
法
は
、
典
型
的
な
行
爲
特
徴
の
形
で
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
具
饅
的
な
、
す
な
わ
ち
生
活
に
即
し
た



行
爲
特
徴
の
形
で
打
ち
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
か
く
し
て
、
刑
法
上
の
不
法
は
特
に
“
構
成
要
件
的
”
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
法
の
も
つ
特
殊
な
憤
値
構
造
と
作
用
方
法
と
は
、
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
》

う
な
構
成
要
件
該
當
性
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
刑
法
上
の
不
法
の
慣
値
構
造
を
分
析
す
る
と
す
べ
て
の
犯
罪
行
爲
の
第
一
の
一
般
的
反
慣
値
は
行
爲
反
慣

値
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
行
爲
反
慣
値
こ
そ
が
、
刑
罰
の
誘
因
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
刑
罰
の
本
質
的
酌
量
の
基
礎
を
な
す
。
民
事
法
に

お
い
て
は
、
不
法
行
爲
は
損
害
賠
償
請
求
穫
の
要
件
に
す
ぎ
ず
、
請
求
権
自
髄
は
加
え
ら
れ
た
損
害
の
範
園
に
從
つ
て
評
債
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

　
こ
の
よ
う
に
、
行
爲
不
法
は
、
特
に
刑
法
に
特
有
な
艦
系
的
意
義
を
も
ち
、
こ
れ
を
人
的
違
法
概
念
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
方
は
、
損
害
の
調
和
に
專
ら
關
心
を
も
つ
私
法
で
は
結
果
惹
起
に
重
黙
が
置
か
れ
て
い
る
の
と
封
象
的
で
あ
る
。
民
事
と
刑
事
の
考

察
方
法
に
お
い
て
は
關
心
方
向
を
著
し
く
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
刑
法
に
お
け
る
中
心
問
題
を
は
じ
め
か
ら
人
間
の
目

的
活
動
に
限
定
す
る
。
そ
し
て
、
結
果
の
惹
起
と
い
う
も
の
は
、
過
失
犯
の
場
合
、
少
く
と
も
目
的
活
動
的
に
同
避
可
能
な
場
合
に
考
慮
せ
ら
れ

　
　
　
（
3
5
）

る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
特
に
刑
法
上
の
不
法
を
形
成
す
る
に
は
何
が
結
果
の
實
髄
關
係
に
プ
ラ
ス
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
に
、
ま
ず
目
的
行
爲
、
例
外
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に
は
同
避
可
能
な
惹
起
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
者
は
、
後
に
「
命
じ
ら
れ
た
目
的
的
方
向
づ
け
に
よ
り
結
果
を
同
避
し
な
い
こ
と
」
と
改

め
ら
れ
、
現
在
で
は
「
取
引
上
必
要
な
注
意
に
基
づ
い
て
嚴
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
態
度
に
封
し
、
現
實
に
行
わ
れ
た
行
爲
が
そ
れ
を
破
る
こ
と

　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
ρ

の
中
に
存
す
る
」
と
改
読
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
右
の
推
論
を
進
め
る
と
、
目
的
行
爲
と
同
避
可
能
な
結
果
の
惹
起
と
の
間
に
共
通
な
不
法
の
構
成
要
件
は
一
髄
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
が
疑
間
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
爾
者
に
お
け
る
惹
起
の
性
質
が
蝕
り
に
も
異
な
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
目
的
的
活

動
の
要
素
と
し
て
の
故
意
は
不
法
構
成
要
件
に
属
す
る
。
か
く
し
て
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
等
の
批
到
は
故
意
犯
と
過
失
犯
は
不
法

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
（
一
〇
〇
三
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
（
一
〇
〇
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

構
成
要
件
に
お
い
て
す
で
に
異
な
つ
て
い
る
と
い
う
黙
に
集
中
し
た
。

　
さ
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
不
法
構
成
要
件
は
客
観
的
不
法
構
成
要
件
と
主
観
的
不
法
構
成
要
件
に
分
れ
る
。
客
観
的
不
法
構
成
要
件
に
は
客
観

的
行
爲
要
素
（
①
結
果
實
盟
關
係
－
侵
害
さ
れ
た
法
盆
ー
を
俘
う
實
行
行
爲
〔
法
盆
侵
害
は
多
く
は
構
成
要
件
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
犯
罪
は
結
果

犯
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
一
般
的
に
い
つ
て
未
途
罪
、
お
よ
び
純
粋
畢
動
犯
で
は
こ
れ
は
依
け
る
。
〕
②
特
別
な
行
爲
の
手
段
。
）
と
客
観
的
”
行
爲
者
的
要
素

（
客
観
的
行
爲
者
要
件
。
公
務
員
、
商
人
、
兵
士
、
卑
屑
。
〔
こ
こ
で
も
客
襯
性
は
非
常
に
相
封
的
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
は
こ
れ
ら
の
客
観
的
特
性
は
當
事
者
が
主
観

的
に
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
の
地
位
を
同
時
に
示
し
て
い
る
か
ら
。
〕
）
が
あ
り
、
主
観
的
構
成
要
件
に
は
目
的
的
行
爲
支
配
と
し
て
の
故
意
と
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

観
的
”
行
爲
者
的
要
素
。
特
殊
な
傾
向
お
よ
び
目
的
（
狽
褻
な
傾
向
）
（
い
わ
ゆ
る
主
観
的
違
法
要
素
）
が
含
ま
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
お
い
て
は
違
法
性
は
實
髄
關
係
的
反
債
値
（
結
果
反
債
値
）
の
み
な
ら
ず
、
行
爲
反
債
値
を
も
意
味
し
、

行
爲
反
債
値
こ
そ
が
刑
法
の
第
一
の
封
象
で
は
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
原
則
的
に
は
實
態
反
債
値
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
人
的
違
法
概
念
を
主
張
し
、
法
盆
侵
害
読
を
非
難
す
る
に
當
つ
て
爆
結
果
犯
を
例
に
と
ら
ず
、
學
動
犯
を
以
つ
て
論
謹
し

よ
う
と
試
み
る
が
、
過
失
犯
に
つ
い
て
は
、
結
果
の
惹
起
と
い
う
概
念
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
行
爲
反
慣
値
と
實
髄
反
便
値
の
爾
者
に
つ
い
て
み
る
に
、
こ
の
爾
者
の
結
び
つ
き
は
必
ず
し
も
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
實
艦
反
償

値
（
結
果
反
慣
値
）
の
な
い
行
爲
反
領
値
が
あ
る
（
未
途
、
畢
動
犯
）
。
ま
た
、
行
爲
反
債
値
の
な
い
實
髄
反
債
値
も
あ
る
。
〔
．
違
法
タ
攻
撃
の
場
合
の
緊

急
避
難
規
定
を
通
読
的
に
解
繹
す
れ
ば
、
重
鮎
は
行
爲
と
し
て
の
攻
撃
が
不
適
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
危
難
に
遭
つ
た
者
は
消
極
的
結
果
を
甘
受
す

る
必
要
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
違
法
と
は
違
法
性
を
惹
起
す
る
も
の
を
い
う
。
更
に
、
消
極
的
結
果
が
生
じ
る
許
さ
れ
た
危
瞼
の
場
合
。
行
爲
の
錯
誤
（
通

説
で
は
誤
想
防
衛
、
誤
想
避
難
等
の
場
合
も
然
り
）
の
場
合
。
こ
こ
に
お
い
て
は
故
意
と
と
も
に
目
的
的
行
爲
支
配
も
排
除
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
過
失
が

存
在
し
、
そ
れ
に
鷹
じ
た
構
成
要
件
が
存
す
る
限
り
、
廣
義
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
、
同
避
可
能
な
惹
起
と
い
う
意
味
で
の
“
行
爲
4
反
憤
値
が
残
る
。
更
に
緊
急
避

難
に
つ
い
て
。
緊
急
避
難
に
正
當
防
衛
が
許
さ
れ
る
か
は
、
獅
刑
法
五
三
條
の
“
違
法
な
”
と
い
う
丈
字
が
實
髄
反
慣
値
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題



と
關
聯
す
る
。
〕
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
行
爲
反
慣
値
と
實
艦
反
慣
値
は
刑
法
上
い
ず
れ
が
違
法
の
根
接
た
る
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
こ
と

が
分
る
。

　
こ
の
繭
者
の
中
い
ず
れ
が
實
質
的
違
法
観
に
嫁
つ
て
構
成
さ
れ
た
構
成
要
件
概
念
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ル
ツ

ェ
ル
は
法
は
歴
史
的
な
秩
序
に
か
な
つ
た
杜
會
生
活
の
正
常
な
歌
況
か
ら
出
獲
す
る
と
ま
ず
論
じ
る
。
こ
の
正
常
な
朕
況
を
超
え
た
作
爲
が
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ロ

め
て
不
法
の
類
型
と
し
て
の
刑
法
上
の
構
成
要
件
の
下
に
服
す
る
。
肚
會
的
相
當
行
爲
の
彼
岸
に
、
シ
ュ
ウ
ィ
ン
ゲ
“
チ
ン
マ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

”
純
粋
技
術
的
問
題
”
な
る
「
原
則
と
例
外
」
の
戯
れ
が
違
法
論
中
に
そ
の
座
を
占
め
る
。

　
と
こ
ろ
で
今
日
、
こ
の
肚
會
相
當
性
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
は
肚
會
倫
理
的
秩
序
に
根
を
有
す
る
、
構
成
要
件
該
當
態
度
に
つ
い
て
の
慣
脅
法
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

の
正
當
化
事
由
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
肚
會
相
當
性
が
構
成
要
件
を
限
定
す
る
一
つ
の
原
則
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
後
退
し
た
こ
と
を
示

（
姐
）

す
。　

刑
法
は
一
定
の
性
質
を
も
つ
侵
害
に
封
し
て
の
み
防
衛
す
る
と
い
う
認
識
は
軍
に
故
意
の
立
脚
黙
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
不
法
構
成
要
件
へ

の
過
失
の
露
属
性
に
つ
い
て
も
意
味
が
あ
る
。
過
失
に
お
い
て
、
不
法
構
成
要
件
を
完
全
に
構
成
す
る
行
爲
の
モ
メ
ン
ト
は
現
實
の
關
係
の
中
に

あ
る
の
で
は
な
く
て
、
可
能
な
關
係
、
す
な
わ
ち
結
果
の
同
避
に
關
係
づ
け
ら
れ
た
目
的
的
關
係
の
中
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
可
能
性
は
現
實

的
可
能
性
、
す
な
わ
ち
目
的
的
行
爲
へ
の
行
爲
者
の
具
鰹
的
能
力
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
の
意
識
の
欠
嵌
が
、
そ
の
當
該
行

爲
の
時
に
、
行
爲
者
に
と
つ
て
同
避
可
能
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
が
間
わ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
目
的
意
識
的
態
度
の
可
能
性
は
行
爲
者
の
責
任

能
力
に
依
撞
す
る
。
結
果
襲
生
の
可
能
性
が
認
識
さ
れ
な
い
認
識
な
き
過
失
の
場
合
に
は
、
結
果
の
惹
起
は
責
任
能
力
あ
る
行
爲
者
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ロ

み
、
そ
れ
が
目
的
的
に
同
避
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
認
識
な
き
過
失
の
場
合
に
は
不
法
と
責
任
と
が
一
致
し
、
爾
者

を
分
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
更
に
認
識
あ
る
過
失
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
行
爲
の
モ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
不
法
構
成
要
件
は
責
任
に
依
擦
す
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
危
瞼
の
大
き
さ
が
正
し
く
認
識
さ
れ
な
か
つ
た
か
ら
こ
そ
、
結
果
の
惹
起
が
見
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
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と
法
義
務
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メ
ル
ク
マ
ー
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五
三
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一
〇
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五
）
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一
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（
4
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（
4
7
）

限
り
で
は
認
識
あ
る
過
失
の
中
に
認
識
な
き
過
失
の
一
部
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
刑
法
縄
論
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
た
。

　
過
失
行
爲
の
客
観
的
構
成
要
件
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
タ
惹
起
”
で
あ
り
、
主
観
的
構
成
要
件
は
責
任
能
力
に
依
擦
し
た
目
的
活
動
的

同
避
可
能
性
で
あ
る
。
過
失
行
爲
に
つ
い
て
も
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
は
つ
き
り
と
人
的
不
法
概
念
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
”
違
法
性
は
一
定
の
行
爲

者
に
關
係
づ
げ
ら
れ
た
行
爲
の
非
難
（
巨
駿
包
凝
毒
鴫
）
で
あ
る
。
不
法
は
行
爲
者
關
係
的
な
ノ
人
的
、
行
爲
不
法
で
あ
る
”
”
法
盆
侵
害
（
結
果

反
債
値
）
は
刑
法
的
に
は
人
的
違
法
行
爲
（
行
爲
反
慣
値
）
の
内
で
の
み
意
昧
を
有
す
る
。
人
的
行
爲
反
債
値
は
す
べ
て
の
刑
法
犯
の
一
般
的
反
慣
値

　
（
4
8
）

で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
構
成
要
件
に
つ
き
更
に
論
じ
て
“
刑
法
上
の
不
法
の
構
成
要
件
の
下
に
解
す
べ
き
は
、
不
法
が
類
型
的
な
、
す
な
わ
ち
一
般

的
な
生
活
上
の
経
験
の
形
で
記
述
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
具
象
的
に
（
質
器
蔚
9
）
規
制
さ
れ
て
い
る
”
と
。

　
構
成
要
件
は
犯
罪
の
”
不
法
核
心
”
で
あ
る
と
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
い
う
。
構
成
要
件
は
犯
罪
の
性
質
を
特
色
づ
け
る
概
念
的
不
法
の
メ
ル
ク
マ

ー
ル
の
総
髄
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
軍
な
る
客
観
的
庭
罰
條
件
は
客
観
的
不
法
構
成
要
件
の
外
に
あ
り
、
故
意
に
は
包
括
さ
れ
な

い
。
初
期
の
論
文
で
は
、
一
連
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、
故
意
の
客
艦
と
は
し
な
い
ま
で
も
、
不
法
構
成
要
件
に
算
え
入
れ
て
い
た
。
結
果
加
重
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

の
”
結
果
”
、
一
コ
ニ
條
の
公
務
の
適
法
性
等
々
。
と
こ
ろ
が
、
】
九
五
四
年
の
教
科
書
以
來
、
（
一
九
五
二
年
の
刑
法
の
新
形
相
に
お
い
て
す
で
に
と

一
三
條
の
適
法
性
お
よ
び
そ
の
他
多
く
の
他
の
不
法
要
素
を
構
成
要
件
に
算
え
入
れ
な
く
な
つ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件

論
の
攣
化
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
3
　
最
近
の
構
成
要
件
概
念

　
自
己
の
構
成
要
件
論
を
攣
更
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
は
な
ん
ら
そ
れ
を
明
示
的
に
こ
と
わ
つ
て
い
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
50
）

跡
づ
け
て
み
れ
ば
、
構
成
要
件
と
違
法
性
と
の
關
係
に
つ
き
、
明
白
な
改
読
の
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
作
晶
を



　
一
九
四
九
年
に
襲
表
さ
れ
た
刑
法
概
論
二
版
で
は
、
構
成
要
件
を
犯
罪
の
種
類
を
特
色
づ
け
る
概
念
的
不
法
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
全
艦
と
定
義

し
、
こ
れ
に
全
髄
的
構
成
要
件
（
O
o
鶏
目
詳
9
普
①
の
富
昌
儀
）
と
名
を
つ
け
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
。
す
な
わ
ち
、
各
犯
罪
の
不
法
の
核
心
、

責
任
お
よ
び
塵
罰
條
件
。
た
だ
、
故
意
は
一
定
の
、
不
法
構
成
要
件
の
客
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
包
括
す
る
必
要
な
し
と
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

そ
れ
ら
は
不
法
構
成
要
件
の
要
素
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
そ
の
構
成
要
件
を
不
法
構
成
要
件
と
名
付
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
し
い
構
成
要
件
概
念
は
、
構

成
要
件
と
違
法
性
の
分
離
を
そ
の
基
礎
と
す
る
。
つ
ま
り
、
構
成
要
件
は
も
は
や
軍
な
る
不
法
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
綜
合
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
か
ら
匠
別
さ
れ
、
後
者
に
は
”
特
殊
な
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
奮
読
で
は
法
義
務
の

メ
ル
ク
マ
ー
ル
）
4
の
名
が
與
え
ら
れ
た
。

　
そ
し
て
、
そ
の
構
成
要
件
に
關
す
る
新
し
い
定
義
は
「
刑
法
上
の
禁
止
の
”
何
で
あ
る
”
か
、
或
は
、
”
禁
止
の
素
材
4
を
示
す
使
命
、
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

わ
ち
、
禁
ぜ
ら
る
べ
ぎ
行
爲
の
實
現
を
實
質
的
・
封
象
的
に
記
蓮
す
る
使
命
」
を
も
つ
。

　
構
成
要
件
該
當
性
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
態
度
の
“
反
規
範
性
4
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
こ
の
規
範
は
漢
然
と
し
た
内
容
の
も
の
で
は
な

く
、
市
民
や
裁
到
官
が
如
何
な
る
態
度
は
法
律
上
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
認
識
し
う
る
よ
う
な
、
具
艦
的
な
禁
止
の
素
材
の
形
で
現
わ
れ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
が
實
現
せ
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
明
示
さ
れ
た
構
成
要
件
に
該
當
す
れ
ば
、
そ
の
態
度
は
違
法
性
あ
り
と
の
推
定
を
受
け
る
。
こ
れ
が
構
成
要
件
の
違
法
性
”
徴
表
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

機
能
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
軍
な
る
徴
表
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
禁
止
規
範
た
る
構
成
要
件
實
現
の
た
と
え
す
べ
て
が

規
範
違
反
で
あ
つ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
必
ず
し
も
違
法
で
は
な
い
。
特
に
、
一
定
の
許
容
命
題
が
構
成
要
件
に
該
當
す
る
態
度
を
許
し
て
い
る
場

合
に
そ
う
で
あ
る
。
反
規
範
性
は
、
構
成
要
件
實
現
と
個
々
の
抽
象
的
禁
止
規
範
と
の
矛
盾
で
あ
る
に
封
し
て
、
違
法
性
は
構
成
要
件
と
全
髄
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

し
て
の
法
秩
序
と
の
間
の
矛
盾
で
あ
る
。
曰
く
、
「
】
定
の
場
合
に
は
、
禁
止
規
範
に
許
容
規
範
が
封
立
し
こ
れ
は
抽
象
的
（
一
般
的
）
規
範
が
具

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
（
一
〇
〇
七
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
（
一
〇
〇
八
）

饅
的
義
務
に
な
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
そ
れ
故
に
構
成
要
件
實
現
を
許
す
。
こ
の
よ
う
な
許
容
命
題
を
正
當
化
事
由
と
よ
ぶ
。
正
當
化
事
由
は
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

の
構
成
要
件
該
當
性
を
阻
却
す
る
の
で
は
な
く
て
、
軍
に
そ
れ
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
。

　
し
か
し
、
す
べ
て
の
構
成
要
件
が
、
こ
の
よ
う
な
浩
極
的
手
績
に
よ
つ
て
、
た
と
え
構
成
要
件
を
實
現
し
た
と
し
て
も
そ
の
違
法
性
を
阻
却
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
新
し
い
構
成
要
件
論
の
問
題
勲
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
構
成
要
件
の
中
に

は
、
右
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
構
成
要
件
と
は
異
種
の
も
の
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
り
、
從
來
の
考
え
方
は
、
そ
の
構
成
要
件
が
あ
ま
り
に
軍
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

な
構
造
の
犯
罪
か
ら
、
一
面
的
に
理
論
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
黙
を
反
省
し
て
、
こ
の
新
し
い
考
え
方
を
う
ち
出
し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
禁
止
の
素
材
が
全
面
的
、
實
質
的
、
封
象
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
つ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
酵
（
閉
じ
ら
れ
た
）
構
成
要
件
の
み
が
違

法
性
を
徴
表
し
う
る
。
構
成
要
件
が
禁
じ
ら
れ
た
態
度
を
實
質
的
な
記
述
に
よ
つ
て
は
充
分
に
特
色
づ
け
て
い
な
い
（
開
か
れ
た
）
構
成
要
件
で

は
、
違
法
性
は
更
に
、
構
成
要
件
該
當
の
態
度
に
封
す
る
裁
到
官
の
違
法
性
到
断
に
よ
つ
て
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
、
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
同
時
に
考
え
併
せ
ら
れ
る
べ
き
”
特
殊
な
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
”
の
例
は
、

次
第
に
減
少
の
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
七
版
に
お
い
て
こ
の
黙
に
つ
い
て
も
著
し
い
改
読
が
あ
つ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が

「
新
形
相
」
の
第
四
版
で
は
、
途
に
獅
刑
法
二
四
〇
條
の
H
の
彊
要
罪
の
例
以
外
は
、
す
べ
て
言
及
さ
れ
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
こ
の
黙
は
後

に
批
到
の
封
象
と
な
る
。

　
す
で
に
総
読
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
濁
刑
法
二
四
〇
條
、
二
五
三
條
の
”
違
法
に
4
、
二
〇
條
の
”
有
効
な
4
、
一
コ
ニ
條
の
”
適
法
な
”

一
一
〇
、
一
コ
ハ
、
　
二
二
七
、
一
五
三
條
の
“
椹
限
あ
る
4
、
　
二
二
二
、
　
一
六
八
、
二
九
〇
、
二
九
九
條
の
“
資
格
な
く
”
等
の
一
般
的
お
よ
び

特
殊
的
な
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
實
質
的
、
劃
象
的
な
行
爲
ま
た
は
行
爲
客
鰹
を
記
述
す
る
の
で
は
な
く
て
、
行
爲
者
の
法
義
務
、
そ
の

法
的
な
當
爲
と
認
可
を
明
示
す
る
。
こ
れ
ら
は
獅
刑
法
五
九
條
の
い
わ
ゆ
る
構
成
要
件
に
属
す
る
行
爲
事
情
で
は
な
く
て
、
特
殊
な
違
法
性
の
メ

ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
構
成
要
件
化
の
比
較
的
稀
薄
な
過
失
犯
、
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
封
し
特
に
す
ぐ
れ
た



寄
與
を
す
る
。
過
失
犯
に
お
い
て
は
實
質
的
な
構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
法
盆
侵
害
の
存
在
）
は
ま
だ
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な

く
、
實
質
的
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
行
爲
者
の
法
義
務
（
客
観
的
注
意
義
務
の
侵
害
）
と
關
係
し
て
は
じ
め
て
、
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
黙
に
繋
し
て
、
最
近
ヒ
ル
シ
ュ
か
ら
強
力
な
批
剣
が
加
え
ら
れ
た
。
彼
は
過
失
犯
も
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
で
あ
り
、
當
該

法
盆
に
つ
き
杜
會
的
に
不
相
當
な
・
危
瞼
な
目
的
的
行
爲
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
禁
止
に
違
反
す
れ
ば
、
構
成
要
件
該
當
性
が
あ

り
、
可
罰
性
は
反
規
範
的
な
危
殆
化
が
法
盆
侵
害
に
ま
で
至
つ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で
は
違
法
性
の
吟
昧
に
っ

き
、
正
當
化
の
間
題
が
残
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ル
シ
ュ
は
過
失
犯
に
お
い
て
、
正

當
化
事
由
と
し
て
許
さ
れ
た
危
瞼
を
あ
げ
、
こ
れ
が
批
會
的
に
正
當
で
な
い
危
殆
化
が
な
け
れ
ば
、
構
成
要
件
該
當
性
が
な
く
な
る
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

｝
般
的
注
意
の
命
令
は
犯
罪
構
成
に
は
特
に
現
わ
れ
な
い
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
詐
さ
れ
た
危
瞼
も
一
つ
の
尺
度
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
詐
さ

れ
た
危
瞼
が
構
成
要
件
該
當
性
自
艦
も
阻
却
し
う
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
の
鯨
地
な
し
と
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
構
成
要
件
該
當
性
の
到
断
は

定
型
的
か
つ
抽
象
的
な
償
値
到
断
で
あ
り
、
違
法
到
断
、
責
任
到
断
の
論
理
的
な
前
提
を
な
し
、
こ
の
到
断
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

の
剣
断
は
問
題
と
す
る
飴
地
が
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
　
こ
の
よ
う
な
立
て
前
を
と
り
な
が
ら
、
　
構
成
要
件
該
當
性
を
認
め
る
た
め
に
、
構
成
要
件
の
豫
定
し
た
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

度
の
違
法
性
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
の
到
断
が
先
行
す
る
と
す
る
読
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
は
、
右
の
立
て
前
か
ら
し
て
一
艦
論
理
的
に
矛

盾
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
う
批
到
が
成
り
立
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
肚
會
的
相
當
性
の
理
論
に
よ
り
、
正
當
な
螢
働
箏
議
行
爲
で
は
構
成
要
件
該
當
性
を
阻
却
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
読
も
あ
る
が
、
こ
の
根
本

的
出
獲
黙
自
髄
に
も
疑
問
の
蝕
地
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
は
市
民
杜
會
的
な
理
念
の
艦
現
で
あ
り
、
螢
働
孚
議
は
肚
會
主
義
的
な
法
理
念
に

立
つ
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
な
本
質
的
あ
り
方
を
見
あ
や
ま
つ
て
、
構
成
要
件
該
當
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
事
柄
の
性

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
（
一
〇
〇
九
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
一
〇
一
〇
）

質
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
構
成
要
件
は
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
當
該
杜
會
の
秩
序
を
形
成
す
る
階
級
の

理
念
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
現
行
刑
法
の
構
成
要
件
は
、
決
し
て
肚
會
主
義
肚
會
の
理
想
を
具
鐙
化
し
た
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
の
荘
子
教
授
と
藤
木
助
教
授
の
論
孚
に
つ
い
て
は
、
私
は
前
者
を
支
持
す
る
。
藤
木
助
教
授
の
立
場
の
根
本
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

「
正
當
化
さ
れ
た
行
爲
を
も
“
そ
れ
自
髄
違
法
な
も
の
4
と
み
、
無
禮
に
も
行
爲
者
を
不
法
の
領
域
に
押
し
や
る
」
と
す
る
氣
持
が
な
い
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

う
か
。
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
も
い
う
よ
う
に
、
法
律
の
局
外
者
に
と
つ
て
こ
れ
は
法
律
家
の
思
い
あ
が
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い

う
こ
と
の
反
省
で
も
あ
ろ
う
か
。

　
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
お
い
て
も
、
構
成
要
件
的
結
果
の
同
避
と
い
う
も
の
の
み
で
は
足
り
ず
、
保
障
人
と
い
う
行
爲
者
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、

構
成
要
件
的
剣
断
の
重
要
な
封
象
と
な
る
。

　
構
成
要
件
は
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
の
實
質
的
”
封
象
的
記
述
に
限
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
こ
れ
を
”
不
法
構
成
要
件
”
と
は
よ

ん
で
い
な
い
。
こ
れ
は
正
し
い
。
と
い
う
わ
け
は
、
刑
法
上
の
禁
止
の
不
法
内
容
確
定
に
つ
き
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
は
、
右
の
定
義
づ

け
に
從
つ
た
と
こ
ろ
で
不
完
全
と
評
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
開
か
れ
た
構
成
要
件
を
も
考
え
併
せ
て
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
不
法
の
内
容
を

決
定
す
る
す
べ
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
構
成
要
件
に
算
え
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
読
を
採
用
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
若
し
、
犯
罪
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
禁
止
の
内
容
を
封
象
的
に
記
述
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
で
そ
れ
ら
は
構
成
要
件
に
属
す
る
も
の
と
い

え
る
。
し
た
が
つ
て
、
立
法
者
の
意
圖
に
即
し
て
、
構
成
要
件
を
特
殊
な
不
法
の
記
述
と
考
え
る
立
場
に
立
て
ば
、
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を

構
成
要
件
に
算
え
入
れ
る
の
が
當
然
で
あ
り
、
こ
れ
に
封
し
て
、
と
り
立
て
て
特
別
な
地
位
を
與
え
る
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
ま
た
、
構
成
要
件
の
實
現
は
原
則
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
二
分
的
犯
罪
構
造
に
封
し
て
抗
雫
す
る
。
す
な
わ

ち
、
メ
ツ
ガ
ー
、
ザ
ウ
ァ
ー
の
不
法
類
型
と
し
て
の
構
成
要
件
と
い
う
考
え
方
を
彼
は
は
げ
し
く
批
到
す
る
。
更
に
は
、
責
任
類
型
で
も
あ
る
と

す
る
ガ
ラ
ス
の
構
成
要
件
に
も
批
到
的
態
度
を
示
す
。



　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
ザ
ウ
ア
i
・
メ
ツ
ガ
ー
流
の
不
法
構
成
要
件
な
る
概
念
は
、
べ
ー
リ
ン
グ
の
い
わ
ゆ
る
”
渡
償
値
的
”
構
成
要
件
と
い
う
考

え
方
に
封
す
る
批
到
が
間
違
つ
た
方
向
に
向
つ
た
も
の
で
あ
り
、
構
成
要
件
の
濁
立
の
機
能
を
破
壊
す
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
右
の
読
を
と
る

と
、
禁
ぜ
ら
れ
た
態
度
を
實
質
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
違
法
性
到
断
の
基
礎
を
提
供
す
る
と
い
う
構
成
要
件
の
も
つ
使
命
が
充
た
さ
れ
な

い
。
構
成
要
件
が
違
法
性
の
要
件
で
は
な
く
、
違
法
性
の
方
が
構
成
要
件
の
前
提
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
（
こ
れ
が
批
剣
の
一
）
。
第
二
の
批
到

は
違
法
な
構
成
要
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
或
る
態
度
の
構
成
要
件
該
當
性
は
違
法
性
が
確
定
し
て
は
じ
め
て
肯
定
さ
れ
、
正
當
化

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
　
セ
　
　
　
じ
　
　
　
む
　
　
　
ヤ

事
由
が
あ
れ
ば
、
態
度
の
構
成
要
件
該
當
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
し
か
し
、
正
當
化
事
由
の
吟
味
は
、
少
く
と
も
ま
ず
態
度
の
構
成
要
件
該
當
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

確
定
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
し
た
が
つ
て
こ
れ
は
循
環
論
法
で
あ
る
と
い
う
（
傍
鮎
筆
者
）
。

　
こ
れ
ら
の
批
剣
は
い
ず
れ
も
當
つ
て
い
な
い
。
第
一
の
批
到
に
つ
い
て
、
メ
ツ
ガ
ー
は
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
者
の
み
が
可
罰
性
を
も
つ

と
い
つ
て
い
る
。
類
型
化
さ
れ
た
不
法
と
い
う
の
は
、
不
法
を
記
述
す
る
に
際
し
て
、
實
質
的
な
意
義
が
構
成
要
件
に
齢
属
す
る
こ
と
を
意
味

し
、
構
成
要
件
は
不
法
の
現
實
の
根
擦
で
あ
り
、
構
成
要
件
が
違
法
性
に
關
す
る
根
嫁
を
現
に
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
軍
に
そ
れ
を
示
す

と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
主
張
の
根
本
で
あ
る
。

　
第
二
の
批
到
の
中
で
「
正
當
化
事
由
が
構
成
要
件
該
當
性
を
阻
却
す
る
」
と
い
つ
て
い
る
が
、
メ
ツ
ガ
i
、
ザ
ゥ
ア
ー
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
い
つ
て
い
な
い
。
軍
に
違
法
性
を
阻
却
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
】
字
を
入
れ
か
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
循
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

法
で
あ
る
と
い
う
非
難
は
不
當
で
あ
る
。

　
ガ
ラ
ス
の
違
法
性
お
よ
び
責
任
に
つ
き
構
成
す
る
犯
罪
要
素
（
い
わ
ゆ
る
不
法
構
成
要
件
）
と
し
て
の
構
成
要
件
と
並
ん
で
濁
立
の
”
責
任
構
成
要

（
6
5
）件
4
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
封
し
て
、
こ
れ
は
ま
だ
試
論
の
域
を
脆
せ
ず
、
特
殊
な
責
任
要
素
は
非
難
可
能
性
（
す
な
わ
ち
贋
値
判
噺
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

特
殊
化
で
あ
つ
て
（
實
質
的
）
構
成
要
件
に
は
結
合
し
な
い
と
し
て
退
け
て
い
る
。

　
消
極
的
構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
は
「
構
成
要
件
は
構
成
要
件
概
念
の
範
園
内
で
濁
立
の
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
正
當

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
二
G
一
一
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
（
一
〇
一
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
67
）

化
事
由
の
吟
昧
は
構
成
要
件
該
當
性
が
確
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
、
こ
れ
を
退
け
た
。

　
ガ
ラ
ス
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
、
す
な
わ
ち
、
禁
ぜ
ら
れ
た
態
度
の
封
象
的
・
記
述
（
禁
止
の
素
材
）
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
、
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

的
で
あ
り
、
べ
ー
リ
ン
グ
流
の
法
的
反
慣
値
到
断
か
ら
構
成
要
件
を
切
り
離
す
こ
と
で
あ
る
と
非
難
し
た
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
右
の
非
難
の
中
、
形
式
的
で
あ
る
と
す
る
黙
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
を
法
的
禁
止
の
素
材
と
解
明
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

に
構
成
要
件
該
當
の
態
度
の
實
質
的
特
色
づ
け
を
有
し
、
そ
の
法
的
重
要
性
（
債
値
の
相
違
）
の
み
な
ら
ず
、
違
法
性
の
指
示
（
徴
表
）
を
も
有
す
る
、

ま
た
、
べ
ー
リ
ン
グ
的
な
渡
債
値
的
構
成
要
件
へ
の
後
退
と
い
う
非
難
も
理
由
が
な
い
、
と
い
う
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
構
成
要
件
を

禁
止
の
素
材
と
考
え
る
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
は
決
し
て
没
債
値
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
封
象
的
に
記
述
さ
れ
た
も
の
の
み
で
は
、
多
く
の
場
合
、
ま
だ
刑
法
上
の
重
要
さ
を
根
接
づ
け
え
ず
、
刑
法
上
の
禁
止
ま
た
は
命
令
の
侵
害
と

い
う
不
法
内
容
を
決
定
す
る
す
べ
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
総
括
が
あ
つ
て
は
じ
め
て
重
要
さ
を
根
嫁
づ
け
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
が
い
う
よ
う

に
、
構
成
要
件
自
身
禁
ぜ
ら
れ
た
態
度
を
實
質
的
記
述
に
よ
つ
て
記
述
し
つ
く
さ
な
い
場
合
に
は
、
構
成
要
件
は
違
法
性
を
徴
表
し
え
な
い
の
で

あ
る
。

　
こ
れ
に
封
し
て
、
不
法
類
型
と
し
て
の
構
成
要
件
を
主
張
す
る
も
の
は
「
當
該
犯
罪
の
不
法
の
内
容
を
決
定
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
す
べ
て
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

成
要
件
に
属
す
る
。
立
法
者
が
禁
止
の
内
容
を
ど
の
程
度
封
象
的
に
詳
し
く
記
述
し
た
か
ど
う
か
は
關
係
が
な
い
」
と
い
う
ガ
ラ
ス
の
批
到
を
肯

定
す
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
も
こ
の
批
剣
に
は
賛
成
す
る
。
我
々
の
立
場
は
す
で
に
明
示
し
た
よ
う
に
、
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
い
う
考
え
方
は
、
構
成
要
件
化
の
稀

薄
な
過
失
犯
、
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
お
い
て
特
に
重
要
な
意
昧
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
が
、
何
故
に
“
特
殊
な
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
”
を
構

成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
か
ら
は
ず
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
か
、
に
つ
い
て
疑
問
を
持
つ
て
い
る
。
多
く
の
論
者
の
よ
う
に
、
構
成
要
件

の
制
約
は
實
は
構
成
要
件
の
錯
誤
の
領
域
を
禁
止
の
錯
誤
の
た
め
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
中
に
見
よ
う
と
す
る
の
も
、
あ
な
が
ち
う
が
ち



す
ぎ
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
こ
の
間
題
に
つ
い
て
、
特
に
保
障
人
の
地
位
の
錯
誤
を
禁
止
の
錯
誤
と
し
て
扱
う
こ
と
の
當
、

ば
な
ら
な
い
。

不
當
に
つ
い
て
は
、
後
に
今
一
度
ふ
れ
な
け
れ

　
4
　
構
成
要
件
論
の
展
開
に
お
け
る
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
占
め
る
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
構
成
要
件
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
内
外
の
多
く
の
學
者
の
手
に
よ
つ
て
詳
細
な
研
究
が
多
く
襲
表
さ
れ
、
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で

そ
れ
を
改
め
て
く
り
返
す
こ
と
は
必
要
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
構
成
要
件
論
の
稜
展
に
と
つ
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
そ
れ
は
如
何
な
る
寄
與
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
　
一
鷹
見
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
構
成
要
件
と
違
法
性
の
關
係
、
構
成
要
件
と
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
關
係
、
主
観
的
構
成
要
件
の
三
黙
に
焦
黙

を
し
ぼ
つ
て
考
察
し
た
い
。

　
い
わ
ゆ
る
構
成
要
件
の
理
論
は
法
實
詮
主
義
者
べ
ー
リ
ン
グ
の
努
力
に
よ
つ
て
そ
の
刑
法
麗
系
中
の
地
位
が
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
も
と
も
と
構
成
要
件
な
る
概
念
は
、
訴
訟
法
上
そ
の
意
義
を
も
ち
、
犯
罪
行
爲
を
謹
明
す
る
客
観
的
事
實
の
全
髄
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
が
、
ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
手
を
へ
て
、
實
髄
刑
法
上
の
概
念
と
し
て
登
場
す
る
に
至
つ
た
。

　
こ
の
間
の
學
読
上
の
攣
遷
に
つ
い
て
は
理
論
的
な
も
の
が
そ
の
蹄
趨
を
決
定
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
非
合
理
的
な
政
治
的
背
景
か
ら
理

解
す
る
方
が
要
當
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
當
時
は
、
よ
う
や
く
自
由
主
義
的
な
法
治
國
的
國
家
観
が
確
立
せ
ら
れ
た
時
代
で
あ
つ
て
、
國
家
構
力

を
背
景
と
し
た
裁
剣
官
の
恣
意
か
ら
個
人
の
椹
利
・
自
由
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
思
想
が
あ
ら
ゆ
る
政
治
・
法
律
思
想
に
影
響
を
及
ぼ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
73
）

た
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
そ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
傳
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
刑
法
の
一
般
豫
防
主
義
と
特
別
豫
防
主
義
に
つ
い
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
と
の
間
に
箏
が
あ
つ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
一
〇
一
三
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
（
一
〇
一
四
）

結
局
は
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
一
般
豫
防
主
義
が
勝
を
制
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
世
紀
も
た
た
な
い
中
に
、
今
度
は
リ
ス
ト
を
盟
主
と
す
る
特
別

豫
防
主
義
が
勝
利
を
牧
め
た
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
は
こ
れ
を
「
理
論
的
に
い
ず
れ
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
自
由
主
義
的
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

治
國
の
思
潮
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
の
側
に
有
利
に
展
開
し
た
」
と
評
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
手
に
よ
つ
て
構
成
要
件
は
訴
訟
法
的
な
概
念
か
ら
實
艦
法
的
な
概
念
へ
と
攣
容
さ
れ
た

の
で
あ
つ
た
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
饅
系
的
に
確
固
と
し
た
、
獅
立
の
地
歩
が
築
か
れ
た
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

違
法
性
お
よ
び
責
任
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
す
つ
き
り
し
た
形
を
と
つ
て
い
る
と
は
い
え
な
か
つ
た
。

　
今
日
の
意
味
で
の
犯
罪
論
に
お
け
る
構
成
要
件
の
地
位
は
、
實
に
べ
r
リ
ン
グ
に
よ
つ
て
ま
ず
端
緒
が
開
か
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
べ
ー
リ
ン
グ
が
右
の
寄
與
を
な
し
た
の
は
今
世
紀
の
は
じ
め
す
な
わ
ち
そ
の
刑
法
論
（
一
九
〇
六
年
）
を
世
に
問
う
た
と
き
以
來
で
あ
る
。
當
時

の
肚
會
朕
態
は
政
治
的
に
は
自
由
主
義
的
な
法
治
國
の
思
想
に
基
づ
く
國
家
観
が
確
立
さ
れ
、
哲
學
的
に
は
カ
ン
ト
に
郎
れ
と
い
う
旗
印
を
か
か

げ
た
新
カ
ン
ト
派
が
隆
盛
の
途
に
あ
り
、
法
律
的
に
は
法
實
謹
主
義
が
】
世
を
風
靡
し
て
い
た
。
こ
の
法
實
詮
主
義
の
根
擦
に
も
實
は
自
由
主
義

的
法
治
國
思
想
が
流
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
が
刑
法
學
に
お
い
て
は
罪
刑
法
定
主
義
の
信
奉
と
い
う
態
度
に
結
實
し
、
刑
事
司
法
に
お
い

て
個
人
の
自
由
を
法
律
的
に
保
障
す
る
と
い
う
要
請
の
確
保
が
企
て
ら
れ
た
。

　
ベ
ー
リ
ン
グ
の
著
書
「
犯
罪
論
」
で
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
内
容
た
る
四
原
則
の
他
に
「
或
る
嚴
格
に
形
式
化
さ
れ
た
構
成
要
件
に
該
當
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
76
）

行
爲
の
み
が
犯
罪
た
り
う
る
」
と
い
う
原
則
を
ひ
き
出
し
、
こ
れ
を
犯
罪
論
構
成
上
の
最
も
基
本
的
命
題
な
り
と
し
て
「
構
成
要
件
な
け
れ
ば
犯

　
（
7
7
）

罪
な
し
」
と
宣
明
し
た
。

　
彼
の
構
成
要
件
論
は
當
初
の
も
の
と
後
期
の
も
の
と
で
は
相
當
の
修
正
が
あ
る
が
、
彼
が
一
貫
し
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
構
成
要
件
を

客
観
的
、
外
部
的
な
も
の
に
限
り
、
で
き
る
だ
け
刑
法
的
到
断
に
裁
到
官
の
介
入
す
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
た
黙
に
あ
る
。

　
構
成
要
件
に
主
観
的
な
も
の
を
認
め
れ
ば
、
そ
の
認
定
は
法
廷
に
お
い
て
、
裁
劃
官
の
手
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
で
あ
ろ



う
。
こ
れ
で
は
裁
到
官
の
恣
意
、
專
断
を
許
す
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
。

　
叉
、
構
成
要
件
を
違
法
性
と
は
全
然
無
關
係
に
し
た
。
と
い
う
わ
け
は
、
違
法
性
は
結
局
は
評
償
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
評
償
を
必
要
と
す
る
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

素
を
構
成
要
件
の
中
に
組
み
入
れ
る
と
、
こ
こ
に
も
裁
到
官
の
恣
意
的
到
断
の
介
入
に
蝕
地
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

　
か
く
し
て
「
純
粋
に
記
述
的
、
客
観
的
、
外
部
的
、
湊
債
値
的
構
成
要
件
」
概
念
が
こ
こ
に
樹
立
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
構
成
要
件
は
個
別
化
機
能
と
保
障
機
能
と
を
同
時
に
保
有
せ
し
め
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
。
前
者
は
お
よ
そ
犯
罪
｝

般
と
い
う
も
の
は
な
く
、
犯
罪
と
い
う
に
は
必
ず
各
個
の
特
別
構
成
要
件
に
該
當
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
れ
ば
、
犯
罪
の
種
類
は
嚴
格
に
構
成
要
件
の
歎
お
よ
び
種
類
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
後
者
は
、
主
観
的
、
債
値
的
要
素
、
す
な
わ
ち
規

範
的
要
素
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
り
裁
劃
官
の
恣
意
か
ら
個
人
の
自
由
、
権
利
を
保
障
し
う
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
右
の
二
つ
の
機
能
は
そ
も
そ
も
爾
立
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
構
成
要
件
か
ら
主
観
的
、
規
範
的
要
素
を
除
け
ば
行
爲
を
犯
罪
類
型

化
し
う
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
よ
く
例
に
出
さ
れ
る
の
は
、
馨
師
が
白
衣
を
ま
と
つ
て
婦
人
の
艦
に
ふ
れ
る
場
合
、
診
察
の
目
的
で
あ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

適
法
行
爲
で
あ
り
、
狼
褻
の
目
的
で
右
の
行
爲
に
出
れ
ば
違
法
行
爲
に
な
る
。
こ
の
目
的
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
つ
て
も
も
つ
ぱ
ら
責
任
に
驕
す

る
の
で
は
な
く
、
行
爲
の
違
法
性
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
除
外
し
て
犯
罪
類
型
を
作
れ
ば
個
別
化
機
能
は
極
め
て
不
徹
底
な
も
の
で

あ
る
。

　
M
・
B
・
マ
イ
ヤ
ー
は
右
の
鮎
を
追
及
し
て
、
構
成
要
件
に
主
観
的
要
素
を
認
め
よ
う
と
努
力
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
艦
系
に
お
い
て
は
そ
れ

を
客
観
的
要
素
の
形
と
し
て
の
み
構
成
要
件
該
當
性
の
間
題
の
中
に
と
り
あ
げ
、
本
籍
は
責
任
に
あ
る
と
す
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
は
、
マ
イ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
80
）

ー
の
艦
系
が
構
成
要
件
、
違
法
、
責
任
を
並
列
的
な
關
係
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
81
）

　
メ
ツ
ガ
ー
は
構
成
要
件
と
違
法
性
の
關
係
を
追
及
し
て
こ
の
爾
者
が
極
め
て
密
接
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
。
ザ
ウ
ア
ー
も
つ
と
に
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

の
貼
を
追
及
し
て
い
た
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
（
一
〇
一
五
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
（
一
〇
一
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
83
）

　
我
が
瀧
川
博
士
の
最
近
の
研
究
も
、
こ
の
線
を
追
つ
て
お
ら
れ
る
。

　
一
方
、
構
成
要
件
論
を
ラ
イ
フ
・
ウ
ワ
ー
ク
と
さ
れ
た
小
野
博
士
、
更
に
は
團
藤
教
授
は
構
成
要
件
は
違
法
類
型
で
あ
り
、
同
時
に
責
任
の
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
84
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
緬
）

型
で
も
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
メ
ツ
ガ
ー
が
ほ
ん
の
寸
言
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
主
張
を
刑
法
各
論
の
附
録
で
焚
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
86
）

し
た
。
こ
の
思
索
は
そ
の
後
、
い
さ
さ
か
攣
容
し
、
す
で
に
言
及
し
た
構
成
要
件
論
の
攣
遷
と
い
う
論
文
の
中
で
廣
義
の
構
成
要
件
、
す
な
わ
ち

行
爲
構
成
要
件
（
国
き
巳
旨
撃
，
冒
暮
窃
富
呂
）
と
名
づ
け
ら
れ
、
責
任
の
要
件
を
含
め
た
可
罰
行
爲
の
要
件
の
全
髄
を
示
す
も
の
と
、
狭
義
の
構

成
要
件
、
す
な
わ
ち
違
法
構
成
要
件
（
q
日
①
＆
富
，
円
魯
冨
ω
富
暑
）
と
が
封
置
さ
れ
る
。
後
者
は
、
行
爲
構
成
要
件
の
中
の
行
爲
の
違
法
性
に
關
す
る

部
分
で
あ
り
、
行
爲
者
の
責
任
（
故
意
、
過
失
）
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
責
任
は
行
爲
．
構
成
要
件
と
關
係
す
る
が
、
違
法
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
87
）

構
成
要
件
に
は
属
さ
な
い
。
こ
の
考
察
は
後
に
、
リ
ッ
ト
ラ
ー
論
文
集
で
も
、
ま
た
刑
法
教
程
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
規
範
的
要
素
に
つ
き
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

察
す
る
前
に
、
構
成
要
件
の
没
慣
値
性
に
つ
き
重
要
と
思
わ
れ
る
べ
ー
リ
ン
グ
の
言
葉
を
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
か
ら
聞
こ
う
。

　
こ
れ
は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
が
死
の
孚
年
前
に
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
に
宛
て
た
手
紙
の
一
部
で
あ
る
。

「
類
型
と
い
う
も
の
は
準
備
（
＜
8
胃
冨
§
、
す
な
わ
ち
生
活
上
の
出
來
事
の
選
揮
、
記
述
的
な
個
別
化
を
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
規
範
化

そ
れ
自
艦
は
類
型
の
中
に
す
で
に
移
し
込
ま
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
實
に
何
故
人
は
目
を
つ
ぶ
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
こ
の

考
え
方
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
ス
コ
ラ
的
自
然
法
か
ら
由
來
す
る
タ
禁
止
の
素
材
〃
と
い
う
概
念
を
導
入
し
つ
つ
、
違
法
性
と
構
成
要
件
の
關
係
に

つ
い
て
論
じ
た
言
葉
、
「
禁
止
の
素
材
は
禁
じ
ら
れ
た
態
度
を
實
質
的
封
象
的
に
記
述
す
る
こ
と
を
含
む
云
々
」
と
い
う
表
現
と
類
似
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
我
々
は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
に
せ
よ
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
せ
よ
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
”
没
債
値
”
と
い
う
表
現
に
注
意
し
て
究

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
し
て
、
そ
こ
に
い
う
渡
贋
値
と
は
、
無
債
値
、
債
値
的
に
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
を
意
昧
し
な
い
。

　
次
に
、
規
範
的
要
素
に
つ
き
考
え
て
み
よ
う
。

　
べ
ー
リ
ン
グ
で
は
構
成
要
件
の
没
便
値
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
た
が
、
・
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
渡
領
値
と
は
立
法
者
の
評
慣
が
含
ま
れ
な
い
と
い
う



　
　
　
　
（
8
9
）

こ
と
を
意
味
し
、
更
に
立
法
者
に
封
す
る
の
み
な
ら
ず
、
裁
到
官
の
評
慣
か
ら
も
自
由
で
あ
る
こ
と
を
も
意
昧
す
る
。

　
構
成
要
件
中
の
す
べ
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
自
然
科
學
的
領
域
か
ら
得
ら
れ
、
裁
剣
官
の
手
で
純
粋
な
確
定
到
断
に
よ
つ
て
究
明
さ
れ
る
場
合

に
は
、
構
成
要
件
は
裁
剣
官
の
評
慣
か
ら
自
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
要
件
は
記
述
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
確
定
の
た
め
に
裁
到
官
に
よ
る
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
90
）

債
を
必
要
と
す
る
構
成
要
件
が
規
範
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
り

　
こ
の
よ
う
な
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
べ
r
リ
ン
グ
が
構
成
要
件
論
を
展
開
し
て
い
た
當
時
ま
だ
獲
見
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
つ
た
が
、
M
・

E
・
マ
イ
ヤ
ー
が
主
観
的
違
法
要
素
を
究
明
し
な
が
ら
規
範
的
要
素
に
つ
い
て
も
、
そ
の
性
質
を
追
及
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
彼
の
論
述
は
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
イ
　
通
常
の
構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
感
畳
的
に
知
畳
し
う
る
。

　
・
　
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
は
こ
の
性
質
が
な
く
、
（
窃
盗
罪
の
場
合
の
）
物
の
他
人
性
、
痕
褻
罪
の
場
合
の
）
乙
女
の
．
純
潔
”
は
感
畳
的
に

知
畳
で
き
ず
、
そ
の
究
明
に
は
評
憤
を
要
す
る
。

　
ハ
　
評
慣
は
原
則
と
し
て
構
成
要
件
に
で
は
な
く
て
、
違
法
性
に
属
す
る
。

　
二
　
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
だ
か
ら
違
法
性
の
眞
正
の
要
素
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
違
法
性
の
存
在
根
嫁
で
あ
る
。

　
ホ
　
獅
刑
法
五
九
條
が
こ
れ
を
行
爲
事
情
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
專
ら
違
法
性
の
領
域
に
入
る
と
は
い
え
な
い
。
構
成
要
件
概
念
の
範
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
92
）

内
で
の
み
、
そ
の
特
性
が
評
債
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
構
成
要
件
の
不
眞
正
構
成
部
分
と
よ
ば
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）
　
　
　
（
9
4
）

　
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ヤ
ー
の
拓
い
た
道
は
メ
ツ
ガ
ー
、
グ
リ
ュ
ー
ン
フ
ー
ト
、
ボ
ル
フ
等
の
手
で
完
成
さ
れ
た
。
ボ
ル
フ
に
よ
つ
て
こ
の
獲
展
は

頂
黙
に
達
し
た
と
評
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
事
實
の
記
述
と
事
實
の
評
債
と
は
分
離
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
結
局
は
構
成
要

件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
す
べ
て
が
規
範
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
は
慣
値
要
素
と
存
在
要
素
と
が
錯
綜
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

れ
、
構
成
要
件
は
規
範
的
形
相
を
も
つ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
（
一
〇
一
七
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
（
一
〇
一
八
）

　
構
成
要
件
と
違
法
性
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
メ
ツ
ガ
ー
の
手
で
立
法
者
の
構
成
要
件
の
創
造
は
類
型
化
さ
れ
た
不
法
の
宣
明
で
あ
る
と
さ

れ
、
構
成
要
件
が
軍
な
る
評
債
の
封
象
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
從
属
す
る
行
爲
に
封
す
る
直
接
的
評
慣
が
こ
れ
に
す
で
に
含
ま
れ
る
の
で
あ

（
96
）る
。
か
く
て
、
構
成
要
件
と
違
法
性
と
の
匠
別
は
、
「
構
成
要
件
該
當
性
に
よ
つ
て
下
さ
れ
る
法
的
反
慣
値
到
断
が
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
」
　
と

　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

い
う
黙
に
存
す
る
。

　
刑
法
上
の
構
成
要
件
を
類
型
化
さ
れ
た
不
法
と
み
る
立
場
か
ら
は
、
こ
の
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
不
法
を
根
接
づ
け
る
に
役
立
つ
限
り
、

こ
れ
を
主
観
的
構
成
要
件
と
す
る
試
み
は
直
ち
に
生
れ
て
く
る
。

　
ラ
ン
グ
”
ヒ
ン
リ
ク
セ
ソ
は
最
近
に
な
つ
て
、
個
々
の
條
文
に
規
定
さ
れ
た
法
定
の
構
成
要
件
を
不
文
の
（
構
成
要
件
補
充
の
）
メ
ル
ク
マ
ー
ル

に
ま
で
接
げ
、
違
法
性
を
根
嫁
づ
け
る
す
べ
て
の
要
素
を
含
む
全
麗
構
成
要
件
を
主
張
し
た
。
か
く
て
、
全
艦
的
構
成
要
件
の
意
昧
で
の
或
る
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

爲
の
構
成
要
件
該
當
性
の
確
定
で
も
つ
て
、
違
法
性
は
當
然
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
右
に
述
べ
た
構
成
要
件
論
の
螢
展
と
如
何
な
る
關
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
間
題
に
つ
い
て
、
一
つ
の
批
到
を
聞
い

　
　
（
9
9
）

て
み
る
。

　
ま
ず
客
観
的
構
成
要
件
に
つ
い
て
。

　
こ
れ
と
違
法
性
と
の
關
係
は
、
①
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
②
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
で
は
い
さ
さ
か
異
な
る
と
さ
れ
る
。

　
①
で
は
渡
債
値
的
で
あ
る
。
た
し
か
に
構
成
要
件
に
は
違
法
徴
表
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
が
、
違
法
性
自
艦
に
封
し
て
は
渡
慣
値
的
と
考
え
ら

れ
る
。
更
に
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
開
か
れ
た
構
成
要
件
に
不
法
徴
表
機
能
を
否
認
す
れ
ば
、
た
と
え
構
成
要
件
を
實
現
し
て
も
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ

て
法
的
な
反
償
値
の
指
示
と
は
結
び
っ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
】
つ
で
あ
る
“
構
限
”
を
敏
く
官
署
の
み
で
爲
誰
す

る
行
爲
は
、
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
で
あ
り
、
そ
れ
を
實
現
し
て
も
、
不
法
で
も
な
く
、
ま
た
】
時
的
な
反
慣
値
到
断
に
も
服
さ
な
い
。
こ

の
態
度
は
、
べ
ー
リ
ン
グ
よ
り
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
べ
ー
リ
ン
グ
自
身
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
あ
げ
る
よ
う
な
法
義
務
の
メ
ル



ク
マ
ー
ル
が
構
成
要
件
に
属
す
る
こ
と
を
疑
わ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
開
か
れ
た
構
成
要
件
に
關
す
る
限
り
、
構
成
要
件
論
が
歩
ん
で
來
た
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

を
逆
行
し
、
べ
ー
リ
ン
グ
よ
り
も
べ
ー
リ
ン
グ
的
に
な
つ
た
と
い
う
批
到
が
加
え
ら
れ
る
と
い
”
）
。

　
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
に
お
い
て
は
、
開
か
れ
た
構
成
要
件
に
お
け
る
の
と
は
逆
に
、
特
別
な
正
當
化
事
由
が
な
げ
れ
ば
、
構
成
要
件
の
充
足

で
違
法
性
が
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
血
）
　
　
　
　
（
鵬
）

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
改
読
す
る
前
の
教
科
書
で
、
構
成
要
件
を
”
刑
法
上
の
不
法
の
類
型
化
”
炉
不
法
の
核
心
4
”
刑
法
の
作
用
方
法
は
不
法
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廼

成
要
件
該
當
性
を
要
求
”
し
、
肚
會
的
相
當
行
爲
で
は
”
構
成
要
件
は
原
則
と
し
て
不
法
の
類
型
化
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
”
と
論
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
獅
）

　
新
版
で
は
こ
の
鮎
に
つ
き
愼
重
な
表
現
を
用
い
、
”
構
成
要
件
は
可
能
な
限
り
で
の
人
間
の
態
度
を
概
念
的
に
記
述
す
る
概
念
的
形
相
で
あ
る
”

と
す
る
。

　
一
九
五
二
年
に
獲
表
さ
れ
た
”
刑
法
髄
系
の
新
形
相
4
で
は
”
構
成
要
件
該
當
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
爲
の
刑
法
上
の
重
要
性
が
す

　
　
　
　
　
　
（
鵬
V

で
に
確
定
さ
れ
る
”
と
い
5
。
一
九
五
三
年
に
な
つ
て
、
彼
は
非
常
に
目
立
た
な
い
個
所
で
重
要
な
襲
言
を
し
て
い
る
。
「
（
べ
，
、
リ
ン
グ
の
意
味
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餅
）

の
）
す
べ
て
の
構
成
要
件
は
違
法
性
に
關
蓮
し
て
”
湊
債
値
的
4
で
あ
る
。
構
成
要
件
は
違
法
性
評
債
の
蓮
結
黙
（
封
象
）
で
あ
る
」
と
。
後
に

な
つ
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
構
成
要
件
は
一
蓮
の
刑
法
上
重
要
で
な
い
態
度
か
ら
、
適
法
ま
た
は
違
法
と
い
う
刑
法
上
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

要
な
評
債
に
服
す
る
も
の
を
と
り
出
し
て
匠
別
す
る
が
故
に
波
領
値
的
で
は
な
い
」
と
蛮
言
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
”
波
慣
値
性
溜
と
は
法
的

に
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
（
お
8
芸
畠
鴨
9
9
陰
ぎ
一
磯
）
を
示
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
疑
問
の
餓
地
が
多
分
に
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
と
違
法
性
の
關
係
が
不
明
確
に
な
つ
た
の
は
、
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
違
法
性
と
の
關
係
が
”
渡
償
値

的
4
構
成
要
件
と
し
て
把
握
さ
れ
た
影
響
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
構
成
要
件
と
違
法
性
と
の
關
係
一
般
の
議
論
が
甚
だ
し
く
不
明
確
な
も
の
と

な
つ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
、
と
。
こ
の
非
難
が
當
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
（
前
出
六
〇
頁
、
な
お
後
出
七
一
頁
参
照
）
。

　
客
観
的
構
成
要
件
と
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
關
係
に
つ
い
て
。

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
（
一
〇
一
九
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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（
一
〇
二
〇
）

　
構
成
要
件
と
違
法
性
と
の
關
係
に
つ
い
て
渡
債
値
的
な
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
は
M
・
E
・
マ
イ
ヤ
ー
の
い
わ
ゆ
る
記
述
性
に
同
情
を
示

す
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
自
然
主
義
的
な
、
カ
ン
ト
的
な
思
考
方
法
に
は
強
く
反
封
し
、

存
在
論
的
思
考
方
法
を
表
明
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
構
成
要
件
論
は
、
構
成
要
件
の
債
値
要
素
を
存
在
の
成
立
部
分

と
み
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
存
在
と
は
人
間
に
よ
つ
て
創
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
肚
會
的
意
義
性
の
形
で
人
間
に
よ
つ
て
記
述
さ
れ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。

　
彼
は
感
畳
的
に
知
畳
し
う
る
い
わ
ゆ
る
記
述
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
も
精
神
的
に
了
解
し
5
る
い
わ
ゆ
る
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
も
構
成
要
件
の

中
に
算
え
入
れ
る
の
で
あ
る
。
文
書
爲
造
を
例
に
ひ
い
て
、
文
書
は
紙
と
か
わ
い
た
イ
ソ
ク
か
ら
成
り
、
こ
れ
は
感
畳
的
に
知
畳
し
う
る
が
、
紙

切
れ
を
文
書
に
す
る
の
は
精
神
的
に
了
解
し
う
る
も
の
、
す
な
わ
ち
表
示
の
内
容
で
あ
り
、
文
書
の
謹
明
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽

故
意
は
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
包
括
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
詮
い
て
い
る
。

　
た
だ
問
題
は
、
こ
こ
で
從
來
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
特
殊
な
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
し
、
構
成
要
件
か
ら

は
ず
し
た
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
は
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

　
最
後
に
主
観
的
構
成
要
件
の
問
題
が
あ
る
。

　
故
意
を
構
成
要
件
の
中
に
と
り
入
れ
、
主
観
的
違
法
要
素
の
理
論
を
護
展
せ
し
め
た
第
一
人
者
こ
そ
こ
の
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
で
あ
つ
た
。
た
だ
、

最
近
、
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
）
を
認
め
る
こ
と
で
、
開
か
れ
た
構
成
要
件
に
關
す
る
限
り
、
故
意
の
成
立
す
る
齢
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
〉

が
な
く
な
り
、
主
観
的
構
成
要
件
の
部
分
は
こ
れ
に
よ
つ
て
い
ち
じ
る
し
い
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
も
つ
と
も
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
い
う
よ
う
に
「
刑
法
髄
系
の
根
本
概
念
で
あ
る
構
成
要
件
と
五
九
條
の
意
味
で
の
錯
誤
を
規
制
す
る
構
成
要
件

　
　
　
（
m
〉

と
を
匠
別
」
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
現
在
、
ラ
ン
グ
H
ヒ
ソ
リ
ク
セ
ソ
、
エ
ソ
ギ
ッ
シ
ュ
に
よ
つ
て
も
髄
系
化
の
努
力
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に



し
て
、
構
成
要
件
の
内
容
自
艦
を
分
析
し
究
明
す
る
こ
と
は
好
ま
し
い
態
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
一
と

口
に
構
成
要
件
と
い
う
言
葉
を
用
い
つ
つ
、
・
て
の
内
容
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
構
成
要
件
に
は
、
他
の
犯
罪
構
成

要
件
と
は
違
つ
た
狗
自
な
性
格
が
あ
る
の
で
、
差
、
の
内
容
を
具
髄
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
5
　
評
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

　
以
上
、
開
か
れ
た
構
成
要
件
を
中
心
と
し
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
概
念
の
攣
遷
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
二
三
の
評
償
を

加
え
た
い
。

　
新
し
い
概
念
構
成
を
す
る
か
ら
に
は
、
や
は
り
そ
れ
相
慮
の
實
盆
を
我
々
と
し
て
は
期
待
す
る
。

　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
つ
て
故
意
の
位
置
が
構
成
要
件
、
違
法
性
の
中
で
確
立
さ
れ
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
構
成
要

件
の
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
の
匠
別
、
特
に
後
者
の
適
用
領
域
が
廣
く
な
る
と
い
う
實
盆
は
否
定
し
え
な
い
牧
穫
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
し
か
し
、
故
意
の
位
置
に
つ
き
、
こ
れ
を
責
任
の
領
域
か
ら
全
く
騙
逐
す
る
こ
と
は
極
め
て
安
當
で
な
く
、
最
近
の
艦
系
書
で
は
、
故
意
も
責

任
の
中
で
扱
わ
れ
る
に
至
つ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
は
こ
れ
以
上
ふ
れ
ず
我
々
は
、
故
意
の
第
一
の
所
在
場
所
は
責
任
の
領
域
で
あ
る
と
い
う
立

場
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
て
、
本
來
の
問
題
の
本
質
に
ふ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

“
開
か
れ
た
構
成
要
件
”
な
る
概
念
の
端
緒
は
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
濁
刑
法
二
四
〇
條
の
強
要
罪
に
關
す
る
聯
邦
裁
到
所
の
到
決
に
封
す
る
批

（
驚
）評
の
中
で
現
わ
れ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
到
決
文
中
に
、
「
立
法
者
は
、
強
要
の
構
成
要
件
の
限
界
を
非
常
に
廣
く
ひ
い
た
の
で
、
し
た
が
つ

て
、
強
要
が
著
し
い
害
悪
を
も
つ
て
す
る
脅
迫
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
自
然
の
法
感
情
に
よ
れ
ば
適
法
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
適
法
性
が
特
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

な
正
當
化
事
由
か
ら
は
論
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
多
く
の
日
常
生
活
上
の
諸
場
合
を
も
包
括
す
る
に
至
る
」
と
極
め
て
懐
疑
的
な
言
葉
が
見
ら
れ

た
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
剣
例
を
批
評
し
て
「
（
一
定
の
正
當
化
事
由
に
よ
つ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
つ
た
）
軍
な
る
浩
極
的
吟
味
で
は
足

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
（
一
〇
二
一
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
一
〇
二
二
）

り
ず
、
違
法
性
に
つ
い
て
、
強
要
手
段
と
目
的
と
の
關
係
が
如
何
に
肚
會
的
に
非
難
さ
れ
る
か
と
い
う
勲
で
、
積
極
的
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
し
、
裁
到
官
は
立
法
者
の
代
り
に
、
構
成
要
件
に
該
當
す
る
彊
要
が
個
々
の
場
合
に
適
法
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
直
接
の
評
償
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
螂
）

つ
て
決
定
す
る
使
命
を
負
う
。
こ
の
黙
で
、
積
極
的
な
違
法
の
法
則
を
加
え
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
を
出
襲
黙
と
し
て
、
そ
の
他
の
多
く
の
構
成
要
件
中
に
、
故
意
の
作
爲
犯
の
中
に
構
成
要
件
と
違
法
性
と
の
間
に
右
の
よ
う

特
殊
な
關
係
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
黙
に
、
實
は
特
色
が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
結
果
獲
生
と
併
せ
て
、
行

爲
者
の
客
観
的
注
意
義
務
侵
害
の
確
定
を
必
要
と
す
る
過
失
犯
、
結
果
同
避
義
務
と
の
關
係
で
、
保
障
人
た
る
の
地
位
が
問
題
と
さ
れ
る
不
眞
正

不
作
爲
犯
で
は
、
別
段
目
新
し
い
主
張
で
は
な
く
、
一
九
三
八
年
の
刑
法
艦
系
研
究
以
來
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
も
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
た
こ
と
で

あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
特
色
あ
る
故
意
の
作
爲
犯
に
つ
き
認
め
て
い
た
多
く
の
「
開
か
れ
た
構
成
要
件
」
が
、
最
近
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
囎
）

次
第
に
そ
の
数
を
減
少
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
全
く
驚
く
他
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
も
後
に
見
る
。

　
こ
こ
で
は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
自
身
の
構
成
要
件
と
違
法
性
の
關
係
に
つ
い
て
の
議
論
を
批
鋼
し
た
い
。

「
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
」
に
あ
つ
て
は
、
構
成
要
件
は
違
法
と
評
債
さ
れ
る
べ
き
態
度
ー
こ
れ
を
禁
じ
ら
れ
た
態
度
と
い
う
ー
を
實
質

的
・
封
象
的
に
記
述
し
、
違
法
阻
却
事
由
の
不
存
在
と
い
う
浩
極
的
方
法
で
違
法
性
が
確
定
す
る
と
い
つ
て
い
た
。
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
に
該

當
す
れ
ば
、
違
法
性
阻
却
事
由
を
構
成
す
る
事
情
が
な
い
限
り
常
に
違
法
で
あ
る
と
い
う
立
て
前
を
と
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
構
成
要
件
の

實
現
か
ら
違
法
性
阻
却
事
由
と
い
う
部
分
を
と
り
除
い
た
残
り
の
部
分
が
、
刑
法
上
違
法
で
あ
る
と
い
う
債
値
到
断
に
服
す
る
實
髄
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
に
つ
き
、
違
法
性
を
肯
定
す
る
た
め
に
、
算
術
的
な
減
除
法
を
用
い
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ

う
。　

し
か
も
、
こ
の
論
理
は
、
メ
ツ
ガ
ー
が
構
成
要
件
を
違
法
性
の
實
在
根
嫁
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
用
い
た
推
論
の
方
法
と
な
ん
ら
攣
る
と
こ
ろ



は
な
い
。

　
こ
と
は
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
に
の
み
限
ら
な
い
。
實
は
開
か
れ
た
構
成
要
件
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
違
法
性
を
確
定

す
る
た
め
に
は
、
裁
到
官
に
よ
つ
て
特
に
違
法
性
を
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
も
つ
て
い
る
特
別
な
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
が
、
裁
到
官
が
構
成
要
件
を
補
充
す
れ
ば
違
法
性
の
確
定
方
法
は
、
や
は
り
違
法
性
阻
却
事
由
の
不
存
在
と
い
う
滑
極
的
方
法
が
適
用
さ
れ
る

と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
事
實
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
第
六
版
ま
で
違
法
性
確
定
に
つ
い
て
、
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
に
お
い
て
は
阻
却
事
由
の
不
存
在
の
究
明
と
い
う

消
極
的
方
法
を
用
い
る
と
し
て
い
た
が
第
七
版
で
は
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
開
か
れ
た
構
成
要
件
、
或
は
補
充
を
必
要
と
す
る
構
成
要
件
に
あ
つ
て

は
、
裁
到
官
が
實
定
法
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
べ
き
指
導
目
標
、
過
失
犯
に
お
い
て
は
必
要
な
注
意
、
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
お
い
て
は
保
障
人
の
地

位
と
い
う
も
の
の
助
け
を
か
り
て
構
成
要
件
の
補
充
を
行
え
ば
、
違
法
性
確
定
の
方
法
は
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
と
同
様
な
も
の
を
使
用
し
う
る

　
　
　
　
　
　
（
囎
）

と
読
明
し
て
い
る
。

　
私
は
、
こ
の
二
黙
か
ら
考
え
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
論
も
ま
た
、
メ
ツ
ガ
i
、
ザ
ウ
ア
ー
の
い
わ
ゆ
る
新
構
成
要
件
論
と
そ
の
實
質

に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
考
え
る
。
少
く
と
も
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
・
、
類
型
化
さ
れ
た
違
法
と
い
う

も
の
を
豫
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
例
の
違
法
性
確
定
の
方
法
と
い
う
の
は
、
論
理
的
に
読
明
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
5
か
。

　
若
し
、
べ
ー
リ
ン
グ
・
マ
イ
ヤ
ー
流
の
構
成
要
件
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
版
で
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
正
當
化
事
由
は
違
法
性
阻
却

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し

事
由
を
徴
表
す
る
機
能
を
停
止
せ
し
め
る
と
し
た
、
あ
の
読
明
を
通
じ
て
、
違
法
性
、
責
任
の
前
に
存
在
す
る
概
念
形
相
と
い
う
基
本
的
な
線
を

貫
ぬ
く
べ
き
で
あ
つ
た
と
思
う
。

　
こ
の
よ
う
な
、
批
到
が
加
え
ら
れ
よ
う
が
、
一
方
、
右
の
理
論
の
根
底
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
に
一
慮
該
當
す
る
態
度
に
つ

き
、
違
法
性
阻
却
事
由
不
存
在
の
せ
ん
さ
く
だ
け
で
は
、
い
ま
だ
違
法
性
を
肯
定
す
る
に
は
足
り
ず
、
裁
劃
官
に
よ
つ
て
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
な
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開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
一
〇
二
四
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
違
法
性
の
要
素
が
あ
る
と
い
う
着
想
に
、
こ
の
理
論
か
ら
の
最
大
の
寄
與
が
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
構
成
要
件
該
當
性
と
違
法
（
責
任
の
問
題
は
し
ば
ら
く
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
私
は
構
成
要
件
は
責
任
を
も
類
型
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
肯
定
す

る
）
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
困
難
な
問
題
が
あ
る
。

　
團
藤
教
授
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
構
成
要
件
に
該
當
す
る
と
い
う
前
に
、
構
成
要
件
が
豫
定
し
た
違
法
性
の
程
度
を
超
え
た
か
否
か
の
到
断
を

し
て
か
ら
、
構
成
要
件
該
當
性
を
到
断
す
る
と
い
う
立
場
に
つ
い
て
は
、
そ
の
考
え
方
は
分
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
は
賛
成
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
構
成
要
件
該
當
性
の
肯
定
と
い
う
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
抽
象
的
、
定
型
的
な
剣
断
で
あ
り
、
こ

れ
が
論
理
的
プ
リ
ウ
ス
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
教
授
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
行
き
倒
れ
の
人
を
救
う
義
務
に
し
て
も
、
構
成
要
件
該
當
性
の

問
題
は
、
そ
れ
を
見
て
見
な
い
ふ
り
を
し
た
人
間
に
も
一
慮
肯
定
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
わ
け
は
、
違
法
で
あ
る
か
ど

う
か
の
實
質
的
到
断
は
、
行
爲
が
構
成
要
件
に
該
當
し
た
も
の
に
っ
い
て
は
じ
め
て
、
そ
の
行
爲
に
つ
ぎ
吟
味
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
構
成
要
件

該
當
性
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
更
に
違
法
性
到
断
を
加
え
る
蝕
地
が
な
く
な
る
。
こ
れ
で
は
、
構
成
要
件
の
機
能
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
構
成
要
件
に
該
當
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
重
大
な
歓
陥
を
行
爲
者
に
瞬
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
慮
の
枠
組
の
中
に
と

り
入
れ
、
次
な
る
具
艦
的
到
断
を
加
え
る
前
提
を
こ
し
ら
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
或
る
行
爲
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
構
成
要
件
に
該
當
す
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
行
爲
自
髄
が
、
當
該
肚
會
秩
序
の
豫
定
し
た

行
動
の
範
園
内
で
あ
り
、
し
か
も
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
肚
會
意
識
が
こ
れ
を
肯
定
す
る
以
上
は
、
行
爲
自
髄
が
禁
じ
ら
れ
た
性
格
を
も
た
な

い
と
老
、
え
ら
れ
る
場
合
が
極
く
わ
ず
か
あ
る
（
死
刑
執
行
人
の
職
務
上
の
殺
害
行
爲
、
電
車
等
の
車
掌
が
一
定
の
揚
所
ま
で
乗
客
を
と
じ
こ
め
て
お
く
行
爲
等
）
。

　
こ
れ
に
封
し
て
、
ボ
ク
シ
ン
グ
に
お
け
る
身
饅
傷
害
（
蓮
動
中
椹
の
麻
痺
）
ま
た
は
死
亡
の
お
そ
れ
、
外
科
馨
の
治
療
行
爲
に
お
け
る
生
命
に
封

す
る
侵
害
の
お
そ
れ
、
危
瞼
な
企
業
等
は
、
行
爲
の
性
質
上
法
盆
侵
害
の
危
瞼
性
を
も
ち
、
こ
の
法
盆
侵
害
自
饅
が
前
に
あ
げ
た
例
の
よ
う
に
肚



會
秩
序
か
ら
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
じ
め
か
ら
構
成
要
件
該
當
性
を
阻
却
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い

（
も
つ
と
も
故
意
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
該
當
性
は
な
い
）
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
過
失
犯
に
お
け
る
”
客
観
的
注
意
義
務
”
が
主
た
る
關
心
事
で
あ
り
、

こ
れ
が
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
違
法
性
の
問
題
が
出
て
來
る
。
若
し
、
こ
れ
ら
か
ら
、
構
成
要
件
該
當
性
自
髄
を
は
じ
め
か
ら
否
定
し

て
し
ま
え
ば
、
業
務
上
過
失
と
い
う
間
題
は
一
艦
ど
う
し
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
要
す
る
に
、
樽
成
要
件
該
當
性
の
有
無
と
い
う
到
断
は
、
一
態
の
論
理
的
段
階
で
あ
り
、
こ
れ
が
最
初
に
し
て
最
後
の
問
題
で
あ
る
わ
け
で
は

決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
構
成
要
件
、
お
よ
び
そ
の
該
當
性
到
断
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
開
か
れ
た
構
成
要
件
の
理
論
は
非
常
に
實
盆
の
あ
る
議
論
に
な
る
。

つ
ま
り
、
通
常
の
構
成
要
件
（
閉
じ
ら
れ
た
構
成
要
件
）
で
、
軍
な
る
正
當
化
事
由
の
存
在
の
せ
ん
さ
く
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
の
に
封
し
て
、
こ
こ

で
は
更
に
違
法
性
を
肯
定
す
る
た
め
裁
到
官
が
積
極
的
に
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
違
法
性
の
要
素
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
論
的
實
盆
の
前
に
は
、
形
式
的
な
批
到
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
は
開
か
れ
た
も
の
と
閉
じ
ら
れ
た
も
の
に
分
裂
し
、
統
一
的
な

概
念
規
定
が
出
來
な
く
な
る
と
の
批
剣
は
色
あ
せ
る
。
つ
ま
り
、
閉
じ
ら
れ
た
、
輩
純
な
性
質
を
も
つ
た
構
成
要
件
で
以
つ
て
理
論
構
成
を
し
て

い
た
こ
れ
ま
で
の
理
論
で
は
、
な
る
ほ
ど
髄
系
化
は
容
易
か
も
知
れ
な
い
が
、
事
柄
を
適
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
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。
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イ
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

七
四

（
一
〇
二
山
ハ
）

案
」

　
う
と
い
う
こ
と
を
、

　
學
教
授
）

　
て
い
た
。

（
7
）
　
註
6
に
あ
げ
た
私
の
論
丈
五
六
頁
註
5
。

（
8
）
　
六
版
で
は
「
可
罰
性
の
實
定
法
上
の
規
定
性
と
い
う
原
則
は
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
お
い
て
、
か
な
り
の
制
約
を
受
け
る
。
と
い
う
わ
け
は
、
こ
こ
で
は
行
爲

　
の
態
様
の
み
が
法
律
上
規
制
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
行
爲
者
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
保
障
人
の
地
位
）
は
構
成
要
件
を
補
充
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
裁
判
官
の
手

　
て
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
疑
念
は
、
法
律
が
裁
判
官
に
少
く
と
も
構
成
要
件
の
補
充
に
つ
き
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
い

　
く
分
か
弱
め
ら
れ
る
」
（
二
二
頁
）
と
し
て
い
た
が
、
七
版
で
は
、
（
右
の
原
則
は
）
”
開
か
れ
た
”
構
成
要
件
、
特
に
、
過
失
犯
と
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
お
い
て

　
か
な
り
の
制
約
を
受
け
る
。
と
い
う
わ
け
は
、
こ
れ
ら
で
は
、
構
成
要
件
の
一
部
の
み
が
法
律
上
規
制
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
他
の
部
分
は
構
成
要
件
を
補
充

　
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
裁
判
官
の
手
で
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
二
二
頁
）
と
。
そ
t
て
こ
の
登
言
は
更
に
、
「
不
法
と
そ
の
行
爲
者

一
の
個
所
て
「
行
爲

　
の
可
罰
性
は
、
そ
れ
を
犯
す
に
先
立
つ
て
”
法
律
に
規
定
”
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
憲
法
上
の
原
則
の
基
礎
に
は
、
實
定
法
自
艦
が
禁
止
の
素
材

　
（
構
成
要
件
）
を
、
犯
罪
的
態
度
の
個
々
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
明
示
に
よ
り
、
充
分
に
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
　
と
い
う
思
想
が
存
し
て
い
る
．
、
…
…
し
か

　
し
”
充
分
に
記
蓮
す
る
4
構
成
要
件
又
は
”
閉
じ
ら
れ
た
”
構
成
要
件
の
理
想
に
必
ず
し
も
す
べ
て
の
構
成
要
件
か
こ
れ
に
即
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
法
律
が
構

　
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
一
部
の
み
を
記
述
し
、
裁
判
官
に
封
し
補
充
を
行
う
に
必
要
な
観
鮎
の
み
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
裁
剣
官
に
よ
る
補
充
を
ま

　
つ
て
い
る
構
成
要
件
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
”
開
か
れ
た
”
構
成
要
件
又
は
”
補
充
を
必
要
と
す
る
”
構
成
要
件
は
殊
に
過
失
犯
お
よ
び
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
見

　
ら
れ
る
。
過
失
犯
に
お
い
て
は
、
大
て
い
は
、
結
果
の
實
艦
關
係
（
法
盆
の
侵
害
ま
た
は
危
殆
化
）
の
み
が
法
定
さ
れ
、
こ
れ
に
封
し
て
、
裁
到
官
は
禁
じ
ら
れ

　
た
行
爲
を
“
取
引
上
必
要
な
注
意
”
の
侵
害
と
い
う
翻
馳
に
從
つ
て
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
お
い
て
は
行
爲
者
の
範
園
は
不
確
定
で

　
あ
り
、
裁
剣
官
に
よ
り
“
保
障
人
の
地
位
”
と
い
う
翻
黙
に
よ
つ
て
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
過
失
犯
お
よ
び
不
眞
正
不
作
爲
犯
の
構
成
要

国
。
≦
①
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本
論
文
（
一
）
本
誌
三
三
巻
（
一
九
六
〇
年
）
一
一
號
四
七
頁
以
下
。

註
2
の
丈
献
一
一
三
頁
以
下
、
一
七
七
頁
以
下
。

臣
財
ヨ
言
国
帥
百
頃
日
餌
昌
豆
U
δ
U
o
瞬
日
ρ
o
菖
屏
侮
曾
ご
暮
①
巨
器
釜
昌
撃
侮
巴
涛
富
ρ
綜
O
）
。
私
は
、
さ
き
に
、
「
不
眞
正
不
作
爲
犯
と
西
濁
刑
法
改
正
草

と
題
す
る
研
究
の
中
で
、
本
著
に
ふ
れ
た
〔
本
誌
三
三
巻
（
一
九
六
〇
年
）
三
號
五
四
頁
以
下
〕
。
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
、
新
た
に
そ
の
刑
法
禮
系
を
世
に
問

　
　
　
　
　
　
し
か
も
不
作
爲
犯
の
部
分
に
相
當
の
手
を
入
れ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ゥ
フ
マ
ン
（
現
ザ
ー
ル
ブ
ル
ユ
ッ
ケ
ン
大

　
　
か
ら
知
る
に
及
ん
て
、
必
ず
や
、
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
研
究
成
果
が
大
き
く
と
り
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
豫
測
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
當
つ



　
件
は
、
一
部
『
法
定
の
”
構
成
要
件
に
す
ぎ
ず
、
他
の
一
部
は
“
裁
判
官
に
よ
り
補
充
せ
ら
れ
る
べ
き
”
構
成
要
件
で
あ
る
一
（
四
六
・
七
頁
）
と
い
う
は
つ
き

　
り
し
た
態
度
が
表
明
さ
れ
、
更
に
、
〃
構
成
要
件
の
歴
史
〃
に
お
い
て
、
「
構
成
要
件
は
禁
止
の
素
材
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
禁
止
の
素
材
で
も
あ
る
。
す
な
わ

　
ち
、
そ
れ
は
禁
せ
ら
れ
た
態
度
の
實
質
的
な
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
構
成
要
件
は
禁
止
の
素
材
の
實
定
法
上
の
記
述
に
つ
ぎ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

　
つ
て
、
す
で
に
前
に
見
た
よ
う
に
、
裁
剣
官
が
一
定
の
指
導
形
相
に
よ
り
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
“
開
か
れ
た
”
構
成
要
件
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
指

　
導
形
相
は
、
補
充
せ
ら
れ
る
べ
き
構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
！
ル
を
少
く
と
も
實
質
的
に
認
識
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
五
一
頁
）
　
と
し
て
過
失
犯
、
不
眞

　
正
不
作
爲
犯
が
こ
れ
に
屡
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
更
に
、
故
意
犯
の
場
合
の
正
當
化
事
由
（
七
五
頁
）
で
、
過
失
犯
の
場
合
の
客
観
的
構
成
要

　
件
（
一
一
四
頁
）
で
、
不
眞
正
不
作
爲
犯
で
は
そ
の
序
説
（
一
七
八
頁
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
特
に
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
（
一
八
五
頁
）
で
行
爲
者
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
保
障
人
の
地
位
お
よ
び
そ
の
知
（
国
①
β
暮
昆
の
儀
①
同

　
O
帥
N
g
D
暮
o
屋
言
一
言
鵡
）
が
論
ぜ
ら
れ
（
一
八
八
頁
以
下
）
、
違
法
性
で
は
保
障
人
義
務
の
不
履
行
の
違
法
性
か
強
調
さ
れ
、
責
任
で
は
保
障
人
義
務
に
つ
い
て
の

　
錯
誤
（
命
令
の
錯
誤
）
（
一
九
二
頁
）
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
9
）
≦
Φ
一
N
①
ご
曽
●
帥
e
O
●
ド
ト
島
。
ω
。
卜D
。
騰
●

（
1
0
v
　
中
義
勝
「
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
理
論
」
法
學
論
集
七
巻
三
號
一
二
頁
。
し
か
し
、
第
六
版
に
お
い
て
も
、
不
作
爲
の
未
途
に
つ
き
極
め
て
簡
輩
て
、

　
し
か
も
印
刷
技
術
上
の
ミ
ス
か
ら
て
あ
ろ
う
か
、
項
目
を
小
活
字
で
表
示
し
て
、
と
に
か
く
言
及
し
て
い
る
（
一
六
八
頁
）
。
し
た
が
つ
て
、
右
の
中
批
到
は
、

　
必
ず
し
も
全
面
的
に
當
つ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

（
1
1
）
　
前
揚
註
4
の
論
丈
、
六
六
頁
の
説
明
は
特
に
修
正
を
必
要
と
す
る
。

（
12
〉
下
村
康
正
「
ウ
ェ
ル
ツ
ニ
ル
の
行
爲
論
一
法
學
新
報
六
四
巻
四
號
二
七
頁
以
下
は
行
爲
論
を
中
心
と
し
た
好
論
丈
て
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
構
成
要
件
論

　
を
邦
丈
で
詳
細
に
紹
介
、
批
判
し
た
の
は
、
中
論
丈
か
最
初
て
あ
る
。

（
1
3
）
　
≦
Φ
一
国
Φ
ご
Z
暮
弩
包
謎
ヨ
垢
¢
ロ
含
≦
①
詳
b
置
一
8
8
置
⑦
一
ヨ
馨
蜜
陸
8
算
負
器
曾
で
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
そ
の
關
心
を
行
爲
の
目
的
的
な
構
造
に
集

　
中
し
、
そ
の
存
在
論
的
な
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
更
に
、
ω
言
岳
①
昌
目
目
ω
鴇
富
9
含
霧
ω
叶
畠
守
8
耳
辺
い
器
o
。
）
で
は
、
こ
の
態
度
か
一
暦
明

　
確
に
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
は
、
主
観
的
構
成
要
件
、
客
観
的
構
成
要
件
と
い
う
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
て
あ
つ

　
て
、
構
成
要
件
自
禮
に
つ
い
て
な
ん
ら
深
い
思
索
は
見
ら
れ
な
い
。

（
1
4
）
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
そ
の
刑
法
聰
論
（
一
九
四
〇
年
4
で
い
う
。
『
新
二
條
も
、
刑
法
上
の
不
法
の
構
成
要
件
性
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
キ
』
、
實
定
法
上
の
構
成

　
要
件
か
敏
陥
を
も
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
蛮
す
る
。
…
…
第
二
條
は
、
》
、
の
必
然
的
な
歓
陥
性
を
法
律
外
の
構
成
要
件
形
成
を
可
能
．
世
・
る
こ
と
に
よ
つ

　
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
構
成
要
件
は
、
軍
に
法
定
の
構
成
要
件
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
二
條
一
健
全
な
る
國
民
感
情
お
よ
び
刑
法
の
根
本
思
想
［

　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
一
〇
二
七
）



開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
；
ル

七
六

（
一
〇
二
八
）

　
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
法
律
外
の
構
成
要
件
で
も
あ
る
』
と
。
≦
巴
器
ご
　
浮
、
包
蒔
①
葺
①
ぎ
o
田
①
頃
含
霧
息
Φ
自
冨
o
ぎ
昌
望
量
陸
①
昌
誘
（
お
8
）
Oa
．
o。
一
や

　
U
O
屋
∴
詳
の
ユ
①
β
註
o
げ
①
ω
訂
曽
暁
吋
8
げ
叶
甘
o
o
包
昌
①
昌
Ω
同
q
昌
α
息
晩
①
昌
ρ
O
＆
）
ω
●
竃
自
●
に
も
同
じ
嚢
言
が
あ
る
。

（
1
5
）
　
木
村
博
士
は
目
的
的
行
爲
論
の
思
想
的
背
景
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
思
想
が
横
た
わ
つ
て
い
る
貼
に
つ
ぎ
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
を
批
判
し
て
お
ら
れ
る

　
（
目
的
的
行
爲
論
概
説
、
　
法
律
時
報
三
三
巻
七
號
五
頁
）
　
が
説
得
力
は
な
い
。
シ
ュ
ワ
ィ
ヅ
ケ
ル
ト
は
　
（
O
Q
畠
婁
O
一
鼻
曾
ε
　
ご
冨
　
≦
螢
β
色
β
β
瞬
O
β
　
ユ
霞

　
膚
辞
げ
雷
富
β
伍
の
δ
穿
O
ロ
ユ
①
詳
切
9
言
磯
（
お
密
）
幹
一
8
鯵
目
目
●
一
〇
〇
●
）
、
實
催
反
債
値
（
結
果
反
贋
値
）
と
い
う
の
は
、
シ
ェ
ー
ラ
：
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
お
け

　
る
“
行
爲
反
債
値
（
卜
犀
言
ロ
頃
Φ
詳
γ
に
關
聯
す
る
と
い
う
。
試
み
に
、
客
。
ω
o
冒
①
一
Φ
烈
U
霞
国
a
旨
筥
駐
営
葛
甘
ユ
①
目
国
“
崖
犀
ロ
β
α
＆
o
目
響
①
蝕
毘
①

　
ミ
Φ
昌
⑦
夢
蜀
　
を
披
見
さ
れ
た
い
。
そ
こ
に
は
岸
＄
β
試
o
昌
巴
客
騨
の
問
題
が
如
何
に
考
察
さ
れ
て
い
る
か
を
螢
見
し
て
、
自
ら
を
恥
ず
か
し
く
思
わ
れ
る
に

　
蓮
い
な
い
。
木
村
博
士
は
又
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
炉
自
然
主
義
と
償
値
哲
學
”
を
讃
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
乙
に
は
、
シ
ェ
ー
ラ
；
の
作
品
が
数
％
く
引
用

　
さ
れ
、
そ
の
影
響
が
如
何
に
大
き
い
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
辮
明
を
そ
の
ま
ま
う
の
み
に
し
て
、
直
接
そ
の
原
典
を
批
判
し
な
い
こ
と
は
、

　
と
う
て
い
嚴
密
な
研
究
態
度
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
、
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
根
本
的
な
検
討
を
世
に
問
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
6
4
　
ミ
Φ
一
民
①
一
“
2
曽
“
＝
目
毘
謎
】
β
9
の
・
ω
6
翁
鴎
．

（
17
」
　
ミ
①
甘
Φ
ご
薗
●
鎚
O
。
ω
●
O
メ
①
oo
。
國
o
恩
昼
“
魯
●
帥
●
O
。
ω
●
陛
o
o
。

（
1
8
）
≦
⑦
忘
Φ
ご
90
．
鉾
O
．
ω
。
刈
O
●

（
1
9
）
　
国
o
箆
昌
旧
鉾
鉾
O
・
ω
」
o
o
・
出
典
は
、
お
そ
ら
く
E
・
ヴ
ォ
ル
フ
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
私
の
手
元
に
な
い
。
今
後
の
宿
題
に
し
て
お
く
。
お

　
そ
ら
く
は
b
①
屡
乙
ω
首
暫
剛
目
o
o
冒
註
甘
げ
①
望
げ
巨
山
一
①
冒
周
①
ψ
一
〇
〇
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
≦
①
一
N
Φ
一
．
鉾
塑
．
O
’
ω
。
刈
“

　　　　　　　　　　　　ノヘ

23　　22　　21　20
）　　　）　　　）　　　）　

　
≦
①
冒
Φ
ご
ト
5
娼
色
一
①
の
霞
暫
ぼ
Φ
o
『
駐
實
o
び
一
①
目
o
一
旨
蜜
ご
目
Φ
β
轟
霞
勃
昌
毘
①
ロ
田
魯
昌
9
鋸
昌
瞬
匹
o
鐸
①
（
お
誘
）
ω
。
旨
●

　
　
匂
N
。
（
お
器
）
o慶
●
＝
O
●

　
　
≦
①
一
N
O
ご
鉾
9
0
・
9
ω
・
跨
β
臨
・
¢
昭
・
U
Φ
謎
こ
ト
犀
さ
9
ざ
男
3
乞
①
自
Φ
ω
。
冨
い
構
成
要
件
と
違
法
性
の
關
係
に
つ
い
て
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
思
索

　
故
意
犯
に
つ
ぎ
、
そ
の
構
成
要
件
を
不
法
構
成
要
件
と
す
る
考
え
方
は
、
す
で
に
一
九
三
八
年
の
刑
法
艦
系
研
究
に
始
ま
り
、
一
九
四
〇
年
の
刑
法
総
論
、
一

九
四
四
年
の
刑
法
概
論
、
一
九
四
九
年
の
同
第
二
版
に
お
い
て
も
「
構
成
要
件
は
刑
法
上
の
不
法
の
類
型
化
『
で
あ
る
と
さ
れ
、
【
構
成
要
件
の
充
足
が
原
則
と

は
か
な
り
憂
化
し
て
い
る
。
　
一
九
四
〇
年
の
刑
法
総
論
で
は
「
構
成
要
件
は
具
象
的
に
記
述
さ
れ
た
蓮
法
な
生
活
上
の
出
來
事
」
で
あ
り
、
「
刑
法
上
の
不
法
構

成
要
件
と
解
さ
れ
る
べ
ぎ
は
、
不
法
が
類
型
的
な
、
す
な
わ
ち
一
般
的
な
生
活
上
の
出
來
事
の
形
で
は
あ
る
が
、
具
象
的
な
形
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の
」
（
三

一
頁
）
と
さ
れ
、
構
成
要
件
は
不
法
の
棲
心
（
国
霞
ロ
）
で
あ
る
と
い
う
言
葉
（
刑
法
概
論
、
三
五
頁
）
の
中
に
つ
き
て
い
る
。



　
し
て
不
法
を
生
ぜ
し
め
る
か
ら
、
蓬
法
性
を
そ
れ
以
上
積
極
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
鯨
計
で
あ
る
。
溝
成
要
件
は
蓮
法
性
の
基
礎
で
あ
る
」
（
四
六
頁
）
と
い

　
っ
て
い
た
。
一
九
五
二
年
の
「
刑
法
禮
系
の
新
形
相
」
で
も
「
構
成
要
件
は
類
型
化
さ
れ
た
不
法
で
あ
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
、
「
客
観
的
お
よ
ひ
主
観
的
構
成

　
要
件
の
充
足
に
よ
り
、
行
爲
の
違
法
性
が
生
じ
る
」
（
一
八
頁
）
と
明
言
し
て
い
た
。

　
　
と
こ
ろ
が
、
「
構
成
要
件
該
當
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
爲
の
刑
法
上
の
重
要
性
が
確
定
さ
れ
る
」
（
五
五
頁
註
1
）
と
い
う
漠
然
と
し
た
表
現
も
他
方

　
に
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
次
の
刑
法
豊
系
第
三
版
で
の
改
読
の
伏
線
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。

　
　
違
法
性
と
構
成
要
件
の
關
係
は
、
第
三
版
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
．
不
法
4
構
成
要
件
と
稽
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
軍
に
構
成
要
件
と
な
り
、
構
成
要
件
該
當
性

　
を
違
法
性
の
”
徴
表
4
で
あ
る
と
明
示
し
、
い
わ
ゆ
る
新
構
成
要
件
論
の
違
法
性
實
在
説
と
の
相
遽
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
に
至
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
構

　
成
要
件
は
蓮
法
性
の
徴
表
或
は
所
在
場
所
（
醗
言
）
で
あ
る
。
國
家
は
そ
こ
に
お
い
て
禁
止
を
實
質
的
に
記
述
す
る
」
（
四
一
頁
）
と
い
う
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ロ

　
く
べ
き
こ
と
は
、
正
當
化
事
由
は
態
度
の
構
成
要
件
該
當
性
を
阻
却
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
の
違
法
性
を
徴
表
す
る
機
能
を
止
揚
す
る
と
説
い
て
い
る
黙
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
ロ
　
　
ロ

　
る
。
第
四
版
か
ら
は
、
正
當
化
事
由
は
違
法
性
を
阻
却
す
る
と
改
読
し
て
い
る
。

　
　
第
四
版
に
な
る
と
「
構
成
要
件
は
可
能
な
限
り
、
人
間
態
度
を
概
念
的
に
記
蓮
す
る
概
念
形
相
で
あ
る
」
（
四
一
頁
）
と
い
う
定
義
に
な
り
、
第
五
版
に
至
り
、

　
ザ
ゥ
ァ
ー
・
メ
ッ
ガ
ー
流
の
い
わ
ゆ
る
新
構
成
要
件
論
に
封
し
、
は
つ
き
り
し
た
批
鋼
的
態
度
が
う
ち
出
さ
れ
、
自
己
の
構
成
要
件
概
念
に
極
め
て
抽
象
的
な
定

　
義
を
與
え
ら
れ
る
。
「
構
成
要
件
は
無
数
の
人
間
態
度
の
中
、
刑
法
上
重
要
で
あ
つ
て
、
適
法
、
違
法
の
評
贋
に
服
す
る
も
の
を
と
り
出
し
、
刑
法
上
重
要
な
態

　
度
を
實
質
的
に
記
蓮
し
、
禁
止
と
許
容
と
を
相
互
に
關
聯
せ
し
め
て
、
態
度
の
違
法
性
を
明
確
に
確
定
せ
し
め
、
そ
れ
に
よ
つ
て
法
治
國
の
要
請
に
か
な
う
こ
と

　
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
構
成
要
件
を
淫
法
と
責
任
の
前
に
存
在
す
る
、
濁
立
の
犯
罪
要
素
た
る
の
地
位
を
得
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
構
成

　
要
件
を
し
て
右
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
（
四
五
・
六
頁
〕
と
嚢
言
し
て
い
る
。

　
　
べ
！
リ
ン
グ
の
構
成
要
件
概
念
を
、
時
代
的
制
約
と
敏
陥
を
認
め
つ
つ
、
な
お
依
然
と
し
て
眞
理
を
含
む
も
の
て
あ
る
と
す
る
言
説
と
併
せ
ー
、
、
注
目
し
て
お

　
き
た
い
。

（
2
4
）
　
鶏
o
置
o
魅
器
ぎ
o
暮
o
ざ
嘘
の
9
0
警
旨
醇
窮
と
い
う
言
葉
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
論
理
に
お
い
て
一
つ
の
か
く
れ
み
の
の
役
割
を
し
て
い
る
．
、
議
論
か
、
・
て

　
こ
を
聞
き
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
る
と
、
こ
の
内
容
の
不
明
確
な
言
葉
が
出
て
き
て
、
先
へ
進
も
う
と
す
る
追
及
を
困
難
に
す
る
。
≦
①
一
N
Φ
ご
Z
魯
言
昌
8
耳

　
β
β
匙
画
一
〇
昌
騨
審
巳
⑦
以
Φ
O
霞
8
げ
試
的
屏
の
一
け
ζ
も
こ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
よ
く
分
ら
な
い
。

　
　
ロ
ク
シ
ン
も
前
掲
書
の
中
で
、
「
不
攣
の
所
與
、
批
判
に
さ
ら
さ
れ
な
い
所
與
に
還
元
す
る
こ
と
以
上
に
う
ま
く
攻
撃
を
か
わ
し
う
る
も
の
は
な
い
」
と
批
到

　
し
て
い
る
（
一
〇
三
、
四
頁
）
．

（
2
5
）
自
Φ
一
葺
9
｝
】
〈
旨
ミ
Φ
富
こ
U
器
宏
魯
Φ
魯
o
ω
一
〇
名
髪
一
の
魯
Φ
ω
書
籠
目
Φ
。
算
ρ
。
。
。
伊
、
・
乙¢
し
ω
庸
。
冨
幹
幹
一
鳶
●
O
o
譲
∴
蓉
き
餌
鼠
び
器
画
⑦
磁

開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

七
七

（
一
C
二
九
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
一
〇
三
〇
）

　
の
嘗
即
噛
目
o
o
ぴ
討
o
o
鴫
o
o
け
①
目
の
。

（
2
6
）
　
国
①
一
ヨ
百
一
ヶ
蜜
餌
『
o
繋
ご
器
ω
霞
曽
ぼ
o
o
げ
齢
含
o
の
含
0
9
審
o
げ
①
ロ
＜
o
鼻
霰
β
3
9
・

（
2
7
）
　
≦
Φ
一
N
o
一
“
国
㊤
畠
巴
辞
騨
口
昌
儀
国
9
0
μ
＆
蝿
ロ
堕
甘
N
●
ω
虻
ミ
・
園
拝
竃
ψ
δ
o
。
露
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
最
近
公
に
し
た
刑
法
禮
系
の
新
形
相
第
四
版

　
の
序
丈
で
こ
の
論
文
に
ふ
れ
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
目
的
的
行
爲
論
の
根
本
思
想
を
う
ち
出
し
た
の
で
あ
り
、
當
時
は
、
思
想
的
背
骨
を
、
　
ハ
ル
ト
マ
ソ
で
は
な

　
く
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
へ
ー
ニ
ヅ
ヒ
ス
ワ
ル
ト
（
菊
ざ
冨
目
島
団
α
且
O
q
の
マ
包
3
等
か
ら
得
た
、
と
強
調
し
て
い
る
。

（
2
8
）
　
≦
Φ
甘
①
ご
鉾
鉾
O
●
Oo
●
謹
oo
●

（
2
9
）
≦
Φ
一
N
①
ご
些
曽
。
O
』
9
卜
島
り
ω
』
。
。
や

（
30
）
　
ノ
＜
Φ
一
N
o
ご
ω
幹
β
傷
一
①
F
ω
．
躍
O
需
’

（
3
1
）
≦
Φ
一
器
ご
∪
器
号
暮
の
o
冨
ω
霞
即
ぼ
Φ
o
算
。
鱒
●
卜
島
●
（
一
。
畠
）
ω
』
O
騰
●

（
32
）
　
≦
Φ
甘
①
ご
鉾
鉾
O
。
い
臣
‘
ゆ
。
（
お
詮
）
の
●
群
G
o
や
爬
●
卜
葺
ゆ
●
幹
oo
藤
●

（
3
3
）
　
第
一
版
（
一
九
四
四
年
）
と
比
べ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
の
保
障
機
能
の
強
調
は
、
職
箏
と
ナ
チ
ス
支
配
と
刑
法
學
の
宿
命
的
な
か
ら
み
合
い
の

　
一
端
を
う
か
が
わ
し
め
る
。
二
版
三
四
頁
滲
照
。

（
34
）

（
3
5
）

（
3
6
）

（
3
7
）

（
3
8
）

　
島
費
の

（
3
9
）

（
4
0
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
4
4
）

≦
o
ぼ
Φ
ご
鉾
鉾
ρ
聾
鯵
¢
幹
OO
・
o
。
ω
φ
人
的
違
法
概
念
と
開
か
れ
た
構
成
要
件
に
つ
ぎ
、
後
に
項
を
改
め
て
検
討
す
る
。

≦
①
一
国
Φ
一
旧
Oa
“
β
高
一
Φ
昌
ω
●
㎝
一
9

≦
o
冒
o
ご
空
鉾
O
●
ω
●
＞
＝
P
ω
●
0
9

≦
①
一
N
Φ
ご
鉾
鉾
O
●
ド
委
o
ゆ
●
ω
●
一
一
ω
’

国
b
瞬
一
の
o
ぴ
…
ご
Φ
N
訪
超
毘
Φ
国
帥
ロ
合
ロ
ロ
瞬
の
び
o
の
臥
控
百
国
o
屠
冨
量
o
亨
閨
窃
富
o
冒
一
砕
（
一
〇
＆
）
oo
・
一
竃
●
び
Φ
の
。
ω
●
黒
G
o
論
、

＜
①
H
ぴ
晋
ひ
且
冨
く
o
昌
曙
魑
酔
Φ
冨
o
冒
餌
出
辟
ρ
昌
Ω
電
Φ
昌
ロ
塑
巨
β
o
（
一
〇
お
）
乙o
●
図
oo●

≦
o
ぼ
Φ
ご
ω
酔
ロ
負
一
Φ
p
ω
。
認
ド

ミ
o
一
N
①
ご
鉾
£o
り
O
●
ω
●
㎝
認
●

≦
〇
一
N
Φ
ご
鉾
鉾
O
・
ω
●
認
刈
論
。

の
畠
三
躍
雫
N
冒
目
冑
ご
ミ
霧
Φ
畠
9
鍔
冒
含
ぎ
臭
3
富
9
段
冒
暢
瞬
a
皆
ぎ
ロ
言
聾
冨
ぼ
Φ
。
ビ
（
お
弩
ω
』
。
●

≦
①
冒
o
ご
鉾
90
●
O
●
刈
．
卜
5
中
ω
●
“
①
●

ミ
o
冒
Φ
ご
鉾
鉾
P
b
o
・
卜
口
範
ψ
o
。
O
と
♂
卜
島
・
の
る
9
ω
」
呂
を
比
べ
れ
ば
、
そ
の
改
説
が
非
常
に
明
ら
か
で
あ
る
。

国
o
鼻
o
一
目
ゆ
ロ
ロ
一
〇
ぴ
曾

最
近
、
シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ソ



は
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
杜
會
相
當
性
の
理
論
を
批
判
し
て
、
改
説
前
の
立
場
を
支
持
し
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
大
ぎ
な
問
題
で
あ
り
、
後
に
項
を
改
め
て
説
く
が
、

私
と
し
て
は
民
事
法
の
分
野
で
の
論
雫
を
も
考
え
併
せ
て
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
さ
し
當
つ
て
ば
国
昌
ロ
Φ
8
㊦
旨
叩
国
甘
マ
≦
9
卑
ゴ
霞
節
易
叩
冒
巴
一
，

目
帥
昌
旧
ω
。
ど
一
晋
8
拝
（
一
綜
。
。
）
㈱
器
一
目
。
必
b。
巽
ニ
プ
と
国
目
①
。
8
昌
の
－
国
一
奢
－
≦
。
一
鉾
冨
β
毒
叩
害
薯
。
注
①
さ
巨
一
鴨
目
①
筥
零
目
亀

恥
雷
園
Q
甲
国
阜
自
・
（
お
8
）
㈱
N
8
H
＜
国
N
ダ
＜
’
㈱
b
o
旨
く
β
H
の
論
箏
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
前
述
の
シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ソ
の
論
丈
は
ω
o
N
一
毘
①

｝
画
萱
g
g
o
震
β
昌
q
円
暮
び
①
ω
富
β
自
の
一
①
酵
9
置
N
・
ω
“
≦
・
田
F
認
ω
・
o
。
留
舜
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
そ
の
教
科
書
二
版
三
六
頁
で
「
吐
會
秩
序
の
枠
内
で
活

動
す
る
行
爲
は
、
た
と
え
そ
れ
が
丈
言
上
構
成
要
件
に
包
撮
し
え
る
と
し
て
も
、
決
し
て
犯
罪
構
成
要
件
に
は
該
當
し
な
い
一
と
。

　
團
藤
教
授
（
刑
法
綱
要
一
四
一
頁
）
も
藤
木
助
教
授
（
杜
會
的
相
當
行
爲
理
論
の
勢
働
刑
法
へ
の
適
用
、
警
察
研
究
三
一
巻
一
號
二
五
頁
以
下
）
も
こ
の
立
場

を
と
ら
れ
る
。
藤
木
助
教
授
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
後
に
批
判
す
る
と
し
て
、
構
成
要
件
該
當
性
の
阻
却
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
『
．
』
簡
輩
に
否
定
さ

れ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
こ
と
に
、
螢
働
箏
議
と
い
つ
た
よ
う
な
、
と
も
す
れ
ば
カ
と
力
が
衝
突
す
る
場
に
起
る
こ
と
が
ら
．
一
つ
い
て
、
「
正
當

な
る
雫
議
行
爲
」
の
故
に
云
々
と
い
う
論
理
が
、
あ
ま
り
に
も
理
想
化
さ
れ
す
ぎ
は
し
な
い
か
と
い
う
氣
が
す
る
。

（　（　（　（　（　（　（　 （
52　51　50　49　48　47　46　45
）　）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）で

あ
る
。

（
5
3
）

（
5
4
）

（
5
5
）

（
5
6
）

（
5
7
）

ω
。
薯
Φ
一
島
霞
甘
9
Φ
≦
弩
臼
暮
鴨
μ
山
霞
潮
さ
⑦
g
弩
畠
一
Φ
耳
。
の
Φ
詳
b
①
一
一
轟
（
お
㎝
刈
）
ω
・
一
。
s

≦
①
灯
Φ
ご
ω
“
信
侮
一
Φ
昌
。
ω
。
韻
O
中
●

≦
①
一
国
Φ
ご
ご
霞
9。
ロ
鴨
目
Φ
冒
Φ
円
Φ
ロ
q
●
号
暮
¢
魯
臼
ω
賃
母
器
。
算
の
』
9
臣
島
。
（
一
。
匙
）
ω
。
鶏
轟

≦
Φ
一
N
Φ
ご
H
㎡
の
ユ
o
g
瑳
o
げ
Φ
ω
言
即
協
N
Φ
o
ゲ
“
卜
D
●
毎
＝
臨
。
ω
●
o
o
G
o
。

ミ
①
に
Φ
ご
9
0
・
鉾
9
ド
肪
ロ
魯
ψ
麟
●
こ
れ
を
第
七
版
六
五
頁
と
を
比
較
す
れ
ば
そ
の
相
蓮
が
は
つ
ぎ
り
分
る
。

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
註
2
3
に
詳
し
く
述
べ
て
お
い
た
。

≦
Φ
甘
①
ご
鉾
鋭
9
ド
ト
島
．
ω
・
誤
剛
●
ロ
●
ω
．
合
●

≦
①
酎
Φ
ご
ト
辟
口
9
ざ
男
8
醒
⑦
旨
9
ω
●
S
。
U
O
騒
じ
鉾
勲
ρ
9
卜
弱
尊
幹
命
．
第
七
版
で
は
、
「
解
構
成
要
件
4

　
　
そ
れ
は
、
刑
法
の
中
で
特
別
な
注
意
を
も
つ
て
行
わ
れ
た
、
禁
じ
ら
れ
た
態
度
の
實
質
的
・
繋
象
的
記
述
で
あ
る
」

≦
①
甘
Φ
ご
鉾
鉾
O
●
刈
。
臣
g
卑
ω
’
ホ
●

≦
①
甘
①
ご
90
。
鉾
O
。
ω
’
駆
刈
●

≦
①
冒
①
ご
些
曽
．
O
●
ω
。
刈
oo．

≦
Φ
冒
①
ご
『
N
・
（
一
〇
誘
）
ω
●
oo戯
o
o
●

国
h
緩
。
汀
U
一
①
一
『
Φ
浮
①
く
o
昌
q
臼
昌
Φ
鴉
試
く
臼
拝
菩
①
の
富
且
の
営
①
躊
旨
鈴
露
（
一
。
。
。
）
の
。
。。
。
。
。
、
暁
昌
目
」
認
・

開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

は
刑
法
上
の
規
定
の
禁
止
の
素
材

（
四
六
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。

七
九

（
一
5
二
二
一
）



　
　
　
開
か
れ
た
構
成
要
件
と
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
0
　
　
　
（
一
〇
三
二
）

（
5
8
）
　
團
藤
、
刑
法
綱
要
、
六
九
頁
。
小
野
博
士
（
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
、
一
九
頁
）
は
前
面
に
出
て
い
る
の
が
構
成
要
件
で
あ
り
、
そ
の
背
後
的
、
實
盟
的
意

　
味
が
違
法
性
、
責
任
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

（
5
9
）
　
團
藤
、
前
掲
九
九
頁
、
一
四
一
頁
、
一
四
三
頁
註
3

　
　
不
眞
正
不
作
爲
犯
に
つ
ぎ
小
野
博
士
は
、
こ
の
揚
合
は
、
構
成
要
件
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
間
題
意
識
に
立
た
れ
つ
つ
、
特
に
、
「
違
法
性
お
よ
び
道
義
的
責

　
任
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
と
相
侯
つ
て
、
そ
の
定
型
的
な
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
的
な
存
在
が
肯
定
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
お
ら
れ
る
（
刑
法
概
論
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
九
〇
頁
）
。
微
妙
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
構
成
要
件
を
理
論
上
の
筋
と
し
て
考
え
る
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
が
ぎ
り
ぎ
り
の
線
で
は
あ
る
ま
い
か

　
　
　
藤
木
前
掲
、
特
に
三
九
頁
以
下
。

　
　
　
国
9
帥
畠
Φ
烈
9
①
■
①
言
国
蒔
霞
国
鼠
Φ
四
眉
H
o
N
o
器
Φ
”
旨
N
。
聾
．
≦
．
ω
匙
●
窃
●
ω
●
O
お
朔

　
　
　
国
口
讐
の
。
π
国
置
臣
ぼ
目
晩
旨
鼠
ε
霞
蓉
一
の
9
Φ
b
o
艮
①
F
ド
》
島
．
ω
・
一
〇
ゆ

　
　
　
ミ
①
冒
Φ
ご
鉾
魯
●
O
・
S
卜
β
中
ω
●
㎝
O
や

　
　
　
鼠
臼
の
霞
…
ω
霞
鑑
話
魯
“
の
言
岳
Φ
昌
び
き
戸
o
o
●
＞
ロ
旨
ψ
額
●
こ
の
鮎
に
つ
い
て
、
エ
ソ
ギ
ッ
シ
ュ
は
違
法
性
に
つ
き
、
二
つ
の
匪
別
さ
れ
る
べ
ぎ
意
義

　
　
中
批
剣
は
「
或
る
態
度
が
特
定
の
構
成
要
件
に
該
當
す
る
と
の
確
定
的
判
噺
は
、
そ
れ
が
一
定
質
量
の
規
範
的
意
思
に
反
す
る
か
否
か
の
吟
味
を
経
た
後
、
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
と
す
る
見
解
は
、
實
在
根
擦
説
を
と
つ
て
は
構
成
要
件
と
規
範
、
し
た
が
つ
て
そ
の
違
反
た
る
淫
法
性
と
の
問
の
論
理
的
先
後
關
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
・
。
或
る
態
度
に
つ
き
正
當
化
事
由
の
存
否
を
間
題
に
す
る
と
き
は
、
こ
の
態
度
が
刑
法
上
重
要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
態
度
の
構
成
要
件
該
當
性
の
確
立
後
は
じ
め
て
正
當
化
事
由
の
存
否
、
す
な
わ
ち
違
法
か
適
法
か
の
吟
味
が
姐
上
に
の
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輩
に
事
實
的
な
便
宜
的
な
考
察
の
順
序
を
示
す
。
…
…
し
た
が
つ
て
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
批
判
は
一
方
で
は
論
理
的
先
後
關
係
を
論
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
元
の
異
な
つ
た
も
の
を
結
び
つ
け
て
循
環
論
法
な
り
と
非
難
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
中
、
前
掲
論
丈
、
七
巻

　
を
明
確
に
す
れ
ば
分
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
①
正
當
化
事
由
の
不
存
在
の
意
味
で
の
違
法
性
、
ω
構
成
要
件
に
は
該
當
す
る
が
正
當
化
さ
れ
な
い
態
度
の
反
債
値

　
の
賓
欝
（
q
昌
（
霞
な
鼠
＆
犀
暮
）
と
い
う
意
味
で
の
違
法
性
に
分
け
、
ω
の
違
法
性
は
論
理
的
に
は
①
の
蓮
法
性
を
前
提
と
す
る
が
、
ω
の
違
法
性
は
論
理
的
に

　
は
ω
の
違
法
性
を
前
提
と
せ
ず
、
こ
う
考
え
れ
ば
循
環
論
法
は
な
い
、
と
結
論
す
る
。
国
昌
㎎
粧
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旧
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霞
q
昌
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宏
富
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昌
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F
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譲
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ω
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九
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（
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（
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）

（
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）

（
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（
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じ
め
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獲
得
さ
れ
る
…
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つ
い
て
論
じ
た
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で
あ
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義
が
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

　
れ
る
と
説
く
場
合
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、

　
他
方
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は
便
宜
的
な
考
察
方
法
と
い
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、

　
四
號
三
三
頁
。

（
6
5
4
0
毘
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脚
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日
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妻
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害
ω
富
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霧
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ぼ
Φ
〈
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ヨ
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曾
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①
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昌
国
・
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一
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四
五
頁
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①
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．
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極
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づ
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ら
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い
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2
㍉
≦
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一
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①
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数
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ら
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．
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鐸
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．
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①
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＆
で
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保
障
人
の
地
位
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成
要
件
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入
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義
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メ
ル
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と
解
し
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い
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作
爲
者
が
結
果
同
避
義

　
　
　
　
　
、
（
保
障
人
の
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要
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な
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と
導
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」
「
裁
剣
官
の
剣
決
は
論
理
的
概
論
の
豫
測
可
能
性
と
客
観
性
に
關
與
す
る
。
」
（
七
頁
）

　
の
確
定
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、

　
の
後
退
を
も
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す
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」

　
が
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撮
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け
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い
る
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磯
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縫
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八
二
　
　
　
（
一
〇
三
四
）

小
野
、
前
掲
一
一
頁
以
下
、
特
に
一
四
頁
以
下
、
團
藤
、
前
掲
七
五
頁
以
下
、
特
に
八
二
頁
以
下
、
九
二
頁
以
下
。
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①
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①
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＆
冒
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註
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Φ
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］
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⑦
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訂
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鼠
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臼
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一
ト
o
刈
や
が
詳
し
い
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後
に
な
つ
て
、
こ
れ
を
認
め
た
。
国
①
一
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脚
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宙
■
Φ
酵
o
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①
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．
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註
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話
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事
實
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概
念
構
成
の
優
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。
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範
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概
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